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第１  本別冊Ｆ の 目的 

本別冊Ｆ は、 法律上異性の カ ッ プ ルと 法律上同性の カ ッ プ ルと の 間

で 、 家族に な る 方法に 差異を 設け る こ と （ 法律上同性の カ ッ プ ルに 現行の

法律婚制度と は異な る 制度を 設け る こ と ） の 問題点を 明ら か に する こ と を

目的と する 。  

な お、 本別冊Ｆ は、 ２ ０ ２ ３ 年１ １ 月２ ０ 日付原告ら 第３ ２ 準備書面

及び２ ０ ２ ４ 年５ 月３ １ 日付控訴理由書第２ 分冊の 記述を も と に 、 適宜表

現を 調整する な ど し て 作成さ れた も の で あ る 。  

  

第２  は じ め に  

上告理由書で 述べる と おり 、 憲法２ ４ 条１ 項、 同２ 項及び憲法１ ４ 条

１ 項に よ り 、 現行の 法律婚制度［ 1］ に 法律上同性の カ ッ プ ルを 包摂する

こ と が 要請さ れる 。 こ の 点に 関し 、 立法府の 裁量は認め ら れな い 。  

と こ ろ が 、 本訴訟の 関連訴訟に おけ る ５ つの 各地裁判決及び高裁判決

（ 以下「 本件各下級審判決」 と い う 。） の 中に は、 法律上同性の カ ッ プ ル

が 家族に な る た め の 法制度に つい て 、 現行の 法律婚制度と 同じ 制度と する

こ と 以外に も 選択肢が あ り 、 ど の よ う な 制度と する か に つい て は立法府の

裁量に 委ねら れる こ と を 挙げる も の が あ る 。  

そ こ で 、 以下で は、 前提と な る 事実関係に 関する 認識の 誤り （ 下記第

３ ）、 制度内容に 区別を 設け る こ と は 個人の 尊厳・ 法の 下の 平等の 観点か

ら 憲法上の 問題が あ る こ と （ 下記第４ ）、 段階的な 移行は別制度を 導入す

る 正当化事由と はな ら な い こ と （ 下記第５ ）、 同じ 内容の 別の 名称の 制度

 

1 な お、 本別冊に おい て 、「 法律婚制度」 と は、 婚姻当事者（ 配偶者） 間の 関係、

親子関係、 親族、 相続そ の 他の 家族に係る 制度を い い 、「 現行の 法律婚制度」 と

は、 現行の 民法及び戸籍法の 諸規定に基づく 法律婚制度を いう 。  
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と する こ と も 憲法上許さ れな い こ と （ 下記第６ ） の 順で 、 こ の よ う な 本件

各下級審判決の 判示は全く 誤り で あ る こ と を 述べる ［ 2］。  

 

第３  前提と な る 事実関係に 関する 認識の あ やま り  

本件各下級審判決の 中に は、 法律上同性の カ ッ プ ルの 婚姻や家族に 関

する 制度に 関し 、 い く つか 前提と な る 事実関係に 関する 認識に 誤り が あ る

も の が あ る の で 、 ま ず、 そ の 点に つい て 述べる 。  

 

１  法律上同性の カ ッ プ ルの 婚姻や家族に 関する 制度は 、 法律上異性の

カ ッ プ ルと 同じ と な ら な い と い う 認識の 誤り  

本件各下級審判決の 中に は、 法律上同性の カ ッ プ ルの 婚姻や家族に

関する 制度は、 法律上異性の カ ッ プ ルと 同じ と な ら な い と の 認識を 示

すも の が あ る 。 例え ば、 札幌地裁判決（ 甲Ａ １ ７ １ ） は、「 同性間の 婚

姻や家族に 関する 制度は、 そ の 内容が 一義的で は な く 、 同性間で あ る

が ゆ え に 必然的に 異性間の 婚姻や家族に 関する 制度と 全く 同じ 制度と

はな ら な い （ 全く 同じ 制度に は で き な い ）」（ 同３ １ 頁） と 述べる 。 し

か し 、 こ れは、 全く の 誤り で あ る 。  

ま ず、 上告理由書別冊Ｂ で 詳述し た と おり 、 現行の 法律婚制度の 内

容は、 技術的な 手当て を し さ え すれば法律上同性の カ ッ プ ルに も そ の

 

2 な お、 本別冊に おけ る い わ ゆ る 同性婚や登録パート ナーシ ッ プ制度な ど に関する

記述は、 基本的に 、 佐久間・ 同性婚を め ぐ る 諸外国の 動向（ 甲Ａ ５ ６ ９ ）、 鳥澤・

諸外国の 同性パート ナーシ ッ プ 制度（ 甲Ａ ５ ７ ０ ） Ⅰ２ ［ ３ ２ 頁か ら ３ ３ 頁］、 鳥

澤・ 諸外国の 同性婚制度等の 動向（ 甲Ａ ５ ７ １ ）、 藤戸・ 同性カ ッ プ ルの 法的処遇

を め ぐ る 国内外の 動向―２ ０ １ ３ 年８ 月～２ ０ １ ７ 年１ ２ 月、 同性婚を 中心に ―

（ 甲１ ０ ３ ）、 藤戸・ カ ッ プ ル法制の諸構想（ 甲Ａ ５ ７ ２ ） に 基づい て い る 。  
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ま ま の 内容で 適用可能で あ る 。 あ え て 異な る 内容と する 理由も 存在し

な い ［ 3］。  

い わ ゆ る 同性婚を 導入し 、 法律婚制度の 対象を 法律上同性の カ ッ プ

ルに も 拡大し た 国で も 、 法律上異性間の 婚姻と 同性間の 婚姻と で 違い

が 存在し な い か 、 あ っ て も 極め て 小さ な 差異に と ど ま る ［ 4］。  

 

3 本件各下級審判決の 中に は、 婚姻制度の目的や自然生殖可能性の 有無、 次世代育

成の 保護、 嫡出推定規定群の 存在、 生殖補助医療の 利用に 関する 倫理上、 立法上の

課題、 伝統的な 価値観や反対意見の 存在と い っ た 事情か ら 、 法律上同性の カ ッ プ ル

の婚姻や家族に 関する 制度を 現行の 法律婚制度と は異な る 制度と する こ と を 許容す

る も の が あ る が 、 こ れら が 根拠足り え な い こ と は、 すで に 提出済みの 各準備書面で

述べた と おり で あ る 。  

4 ２ ０ １ ３ 年８ 月１ 日現在の 状況に関し 、 鳥澤（ 甲Ａ ５ ７ １ ） の表１ ［ １ １ 頁］ を

参照。  

嫡出推定規定に 関し 、 法律上同性の カ ッ プ ルに 対し て は適用し な い 国と し て 、 ス

ペイ ン 、 ベルギ ー（ 佐久間（ 甲Ａ ５ ６ ９ ） Ⅰ［ １ ３ ９ 頁］、 同Ⅱ１ ［ １ ４ ０ 頁］）、

ルク セ ン ブ ルク （ 藤戸（ 甲１ ０ ３ ） Ⅱ１ ［ ６ ９ 頁］） が あ る 。 も っ と も 、 こ れら の

国で は、 法律上同性の カ ッ プ ルに よ る 養子縁組が 認め ら れて い る （ 佐久間・ 前掲論

文の ほ か 、 P inkN ew s（ 甲Ａ ５ ７ ３ ））。  

養子縁組に つい て は、 当初、 法律上同性の カ ッ プルに 対し て は養子縁組の 利用が

認め ら れて い な か っ た が、 そ の 後の 改正に よ り 認め ら れた 国と し て 、 ベルギ ー、 ポ

ルト ガ ル、 オ ラ ン ダ が あ る （ 佐久間（ 甲Ａ ５ ６ ９ ） Ⅱ１ ［ １ ４ ０ 頁］、 同２ ［ １ ４

１ 頁］、 同Ⅲ１ ［ １ ４ １ 頁］）。  

生殖補助医療に つい て 、 法律上異性のカ ッ プ ル及び法律上女性のカ ッ プルに は認

める が 、 法律上男性カ ッ プ ルに は認めな い と し て い る 国と し て ス ペイ ン が あ る （ 佐

久間（ 甲Ａ ５ ６ ９ ） Ⅰ［ １ ３ ９ 頁］）。 な お、 名古屋地裁判決（ 甲Ａ ４ ５ ７ ） は、 フ

ラ ン ス で は法律上同性のカ ッ プ ルに 対し 生殖補助医療の 利用が 認め ら れな い 旨認定

し て い る が 、 ２ ０ ２ １ 年６ 月に 生命倫理法改正案が 可決さ れ、 現在で は、 法律上異

性の カ ッ プ ルに 加え 、 法律上女性の カ ッ プ ルに 対し て も 、 生殖補助医療の 利用が 認

めら れて い る （ フ ィ ガ ロ ・ ジ ャ ポ ン 記事（ 甲Ａ ５ ７ ４ ））。 いずれの 国におい て も 法

律上男性の カ ッ プ ルに 認め ら れて い な い の はい わ ゆ る 代理懐胎の 問題があ る か ら だ

と 推察さ れる 。  

 

【有償配布 や Web(ホームページ, ブログ, facebook 等)へのアップロード・転載はお止めください】
【リンクはご自由にお貼りください】
東京二次訴訟上告審提出の書面です。



7 

 

ま た 、 当初、 登録パート ナーシ ッ プ 制度［ 5］ や法定同棲・ 民事連帯

契約（ 以下、「 Ｐ Ａ Ｃ Ｓ 」 と い う 。）［ 6］ 等（ 以下、 総称し て 「 登録パー

ト ナーシ ッ プ 制度等」 と い う 。） を 導入し た ヨ ーロ ッ パ諸国で も 、 現

在、 ほ と ん ど の 国に おい て 、 ①登録パート ナーシ ッ プ 制度等を 廃止

し 、 法律婚制度の 対象を 法律上同性の カ ッ プ ルに も 拡大する か 、 ②法

律婚制度の 対象を 法律上同性の カ ッ プ ルに も 拡大する 一方で 、 登録パ

ート ナーシ ッ プ 制度等を 法律上同性か 異性か に か か わ ら ず利用な 制度

と し て 維持する か し て おり 、 カ ッ プ ルの 家族に 関する 制度の 利用に 関

し 、 法律上同性の カ ッ プ ルと 法律上異性の カ ッ プ ルに 差が な い 状態と

な っ て い る （ 下記第３ の ２ 参照）。  

し た が っ て 、 法律上同性の カ ッ プ ルの 婚姻や家族に 関する 制度は 、

法律上異性の カ ッ プ ルと 同じ と な ら な い 、 同じ に はで き な い と の 認識

は全く の 誤り で あ る 。  

 

２  登録パート ナーシ ッ プ 等か ら 婚姻の 平等へ 

 

宗教上の 配慮か ら 宗教者が 法律上同性の カ ッ プ ルの 婚姻の 挙式を 拒否する こ と を

認め る 国と し て は、 ア イ ルラ ン ド （ 藤戸（ 甲１ ０ ３ ） Ⅱ３ ［ ７ ０ 頁か ら ７ １ 頁］）、

カ ナダ 、 ノ ルウ ェ ー、 イ ギ リ ス （ 佐久間（ 甲Ａ ５ ６ ９ ） Ⅲ２ ［ １ ４ ３ 頁］、 同４

［ １ ４ ５ 頁］、 同１ ２ ［ １ ５ １ 頁］） な ど が あ る 。  

5 法律上同性のカ ッ プ ルを 対象と する 家族制度の分類は様々あ る が 、 本別冊で は、

藤戸（ 甲Ａ １ ０ ３ ） に 従い 、 婚姻と ほと ん ど 同じ 法的効果を 有する も のの 、 婚姻と

は別の 制度と し て 整理さ れる 諸制度のこ と を 、 登録パート ナーシ ッ プ 制度と 総称す

る （ 同脚注３ ［ ６ ７ 頁］）。 国に よ っ て 、 シ ビ ル・ パート ナーシ ッ プ 、 シ ビ ル・ ユ ニ

オ ン な ど と も 称さ れる 。  

6 婚姻や登録パート ナーシ ッ プ制度で は、 財産法・ 身分法・ 社会保障法・ 税法等の

広範に わ た る 法的な 権利及び義務が パッ ケ ージ に な っ て い る の に 対し 、 法定同棲

は、 一定の 同棲関係に 対し て 主に 財産法上の 法的効果を 与え る 制度、 Ｐ Ａ Ｃ Ｓ は、

当事者の 契約に よ っ て 権利・ 義務を 設定し 、 公的機関に 登録する こ と で 、 第三者や

国に 対し カ ッ プ ルで あ る こ と を 対抗する こ と が で き る よ う にな る 制度だと さ れる

（ 甲Ａ １ ０ ３ ［ ６ ８ 頁］）。  
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( 1)  はじ め に  

さ ら に 、 本件各下級審判決の 中に は、 登録パート ナーシ ッ プ 制度等

が ヨ ーロ ッ パ諸国で 導入さ れた こ と を 念頭に 、 法律上同性の カ ッ プ ル

に 対し 、 現行の 法律婚制度の 利用を 認め る ほ か に 、 登録パート ナーシ

ッ プ 制度等を 導入する こ と が 考え ら れる と い う 旨を 述べる も の が あ

る 。  

例え ば、 東京地裁判決（ 一次）（ 甲Ａ ３ ２ ２ ） は「 同性間に おい て 、

パート ナーと 家族に な る た め の 法制度を ど の よ う に 構築する か と い う

点に つい て は、 原告ら が 主張する よ う に 現行の 婚姻制度に 同性間の 婚

姻も 含め る 方法の ほ か 、 諸外国で 導入さ れて い る 制度（ 前記認定事実

ア ） の よ う に 、 現行の 婚姻制度と は別に 同性間で も 利用可能な 婚姻に

類する 制度を 構築し 、 そ の パート ナーに は婚姻に おけ る 配偶者と 同様

の 法的保護を 与え る こ と も 考え ら れる 。」 な ど と 述べる （ 同５ ２ 頁）。  

し か し 、 上記判示は、 法律上同性の カ ッ プ ルの 法的保護に 関する 現

在の 状況は登録パート ナーシ ッ プ 制度等が 盛ん に 導入さ れた １ ９ ９ ０

年代や２ ０ ０ ０ 年代と は大き く 異な る こ と （ 下記第５ の ２ 参照） を 踏

ま え て い な い し 、 ①当初、 法律上同性の カ ッ プ ルに 対し い わ ゆ る 登録

パート ナーシ ッ プ 制度等を 導入し て い た ヨ ーロ ッ パ諸国で も 、 そ の ほ

と ん ど が い わ ゆ る 同性婚を 導入し 、 現在で は、 カ ッ プ ルの 家族に 関す

る 制度の 利用に 関し 法律上異性の カ ッ プ ルと 法律上同性の カ ッ プ ルと

の 間に 差が な い 状態と な っ て い る こ と 、 ②ド イ ツ やオ ース ト リ ア の よ

う に 、 登録パート ナーシ ッ プ 制度と 婚姻の 差に つい て 、 裁判所が 憲法

の 平等原則条項に 違反し 、 違憲だ と 判断する な ど し た 事実を 看過し て

い る 点で 、 不当で あ る 。  

 

( 2)  別制度か ら 平等取扱い へ 

【有償配布 や Web(ホームページ, ブログ, facebook 等)へのアップロード・転載はお止めください】
【リンクはご自由にお貼りください】
東京二次訴訟上告審提出の書面です。
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登録パート ナーシ ッ プ 制度は、 １ ９ ８ ９ 年に デン マ ーク で 導入さ れ

た こ と を き っ か け に 、 主と し て 、 １ ９ ９ ０ 年代、 ２ ０ ０ ０ 年代に おい

て 、 ヨ ーロ ッ パ諸国を 中心に 、 法律上の 同性の カ ッ プ ルの 関係を 公証

し 、 一定の 法的効果を 付与する 、 婚姻と は 別の 制度と し て 導入さ れ

た 。 登録パート ナーシ ッ プ 制度を 導入し た ヨ ーロ ッ パ諸国と し て は、

後掲の 表１ の 「 制度」 の 列で 「 登録」 と 記載さ れた 国々が あ る ［ 7］。  

当初、 登録パート ナーシ ッ プ 制度の 法的効果は国に よ っ て 異な っ て

い た 。 例え ば、 イ ギ リ ス ［ 8］、 ス ウ ェ ーデン やフ ィ ン ラ ン ド ［ 9］ の よ

う に 婚姻と ほ と ん ど 同じ 法的効果を 認め た 国も あ れば、 ド イ ツ ［ 10］ や

オ ース ト リ ア ［ 11］ の よ う に 社会保障、 税制上の 優遇措置、 養子制度、

関係の 解消方法な ど で 婚姻と 異な る 制度を 導入し た 国も あ っ た ［ 12］。  

し か し 、 登録パート ナーシ ッ プ 制度と 婚姻と の 間の 差異は 、 訴訟や

こ れを 受け た 法改正が 重ねら れた こ と 等に よ り 、 次第に 解消さ れ、 登

録パート ナーシ ッ プ 制度の 内容は婚姻に 近似し て い っ て 、 後掲表１ 記

載の 国々に おい て は、 イ タ リ ア を 除き 、 最終的に 、 い わ ゆ る 同性婚が

導入さ れ、 法律婚制度の 対象が 法律上同性の カ ッ プ ルに も 拡大さ れる

に 至っ て い る 。 法律婚制度の 対象拡大に 際し て 従前の 登録パート ナー

 

7 な お、 後掲表の １ は、 本件各下級審判決が 登録パート ナーシ ッ プ 制度、 法定同

棲、 P ACS を 導入し た と 認定し て いる 国を カ バーし た も の で あ る 。 ニ ュ ージ ーラ ン

ド はヨ ーロ ッ パ諸国で はな い が 、 東京地裁判決一次（ 甲Ａ ３ ２ ２ ） と 名古屋地裁判

決（ 甲Ａ ４ ５ ７ ） が 認定し て い る こ と か ら 表に 含め て い る 。  

8 鳥澤（ 甲Ａ ５ ７ ０ ） Ⅰ２ ［ ３ ２ 頁か ら ３ ３ 頁］、 藤戸（ 甲Ａ ５ ７ ２ ） Ⅰ４ ( 1) ( i i )

［ ３ ０ 頁か ら ３ １ 頁］。  

9 鳥澤（ 甲Ａ ５ ７ ０ ） Ⅰ５ ［ ３ ６ 頁か ら ３ ７ 頁］。  

10 鳥澤（ 甲Ａ ５ ７ ０ ） Ⅰ４ ［ ３ ５ 頁から ３ ６ 頁］。  

11 藤戸（ 甲Ａ １ ０ ３ ） Ⅱ９ ［ ７ ７ 頁］、 甲Ａ ４ ４ ７ 。  

12 ヨ ーロ ッ パ諸国におけ る ２ ０ １ ０ 年２ 月現在の 状況に 関し 、 鳥澤（ 甲Ａ ５ ７

０ ） の 表１ ［ ３ ２ 頁］、 ２ ０ １ ３ 年８ 月１ 日現在の 状況に 関し 、 鳥澤（ 甲Ａ ５ ７

１ ） の 表１ ［ １ １ 頁］ を そ れぞ れ参照。  

【有償配布 や Web(ホームページ, ブログ, facebook 等)へのアップロード・転載はお止めください】
【リンクはご自由にお貼りください】
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シ ッ プ 制度を 廃止あ る い は 新規登録停止を し た 国が ほ と ん ど で あ る

が 、 オ ラ ン ダ やイ ギ リ ス な ど の よ う に 、 法律上同性の カ ッ プ ルだ け で

な く 、 法律上異性の カ ッ プ ルも 利用可能な 制度と し て 現在も 存続し て

い る 国も 存在する 。  

他方、 ベルギ ーで は１ ９ ９ ８ 年に 法定同棲が 、 フ ラ ン ス で は１ ９ ９

９ 年に Ｐ Ａ Ｃ Ｓ が 導入さ れた が 、 ベルギ ーで は２ ０ ０ ３ 年に 、 フ ラ ン

ス で は２ ０ １ ３ 年に 、 法律婚制度の 対象が 法律上同性の カ ッ プ ルに も

拡大さ れた 。 な お、 法定同棲と Ｐ Ａ Ｃ Ｓ は 、 現在も 、 両国に おい て 、

法律上同性か 、 異性か を 問わ ず利用可能な 制度と し て 存続し て い る

［ 13］。  

こ の よ う に 、 登録パート ナーシ ッ プ 制度等を 導入し た 後掲表１ 記載

の 国々で は、 イ タ リ ア を 除き 、 ①カ ッ プ ルを 法的に 保護する た め の 制

度を 法律婚制度の みと し 、 法律上同性か 異性か に か か わ ら ずそ の 利用

を 認め る パタ ーン か 、 ②法律婚の ほ か に 、 登録パート ナーシ ッ プ 制

度、 法定同棲、 Ｐ Ａ Ｃ Ｓ な ど 複数の 制度を 併存さ せる が 、 法律上の 性

別に 関係な く 、 い ずれか を 当事者の 意思に よ り 選択で き る パタ ーン の

い ずれか に 収れん し て い る 。  

ま た 、 イ タ リ ア で は、 法律上同性の カ ッ プ ルに 対し て 法律婚の 利用

は認め ら れて い な い も の の 、 登録パート ナ ーシ ッ プ 制度（ uni oni  

ci vi l i ） に よ り 、 法律上同性カ ッ プ ルに 対し て 相続権も 含む婚姻と ほ

と ん ど 同等の 権利及び義務が 付与さ れて い る ［ 14］。  

  

 

13 ベルギ ーに つき 、 鳥澤（ 甲Ａ ５ ７ ０ ） の 表１ ［ ３ ２ 頁］ 参照。 フ ラ ン ス に つ

き 、 鳥澤（ 甲Ａ ５ ７ ０ ）［ ３ ３ 頁か ら ３ ５ 頁］、 藤戸（ 甲Ａ ５ ７ ２ ） Ⅰ４ ( 3) [ ３ ３ 頁

から ３ ５ 頁] 参照。  

14 藤戸（ 甲Ａ ５ ７ ２ ） Ⅰ( 4)  [ ３ ５ 頁か ら ３ ６ 頁]参照。  

【有償配布 や Web(ホームページ, ブログ, facebook 等)へのアップロード・転載はお止めください】
【リンクはご自由にお貼りください】
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表１ ［ 15］  

国名 同性パート ナーシ ッ プ  同性婚 

制定年 制度 導入 対象 存続／廃止 

デン マ ーク 16 登録 1989 年 同性 廃止 2012 年 

ノ ルウ ェ ー 17 登録 1993 年 同性 廃止 2008 年 

ア イ ス ラ ン ド 18 登録 1996 年 同性 廃止 2010 年 

ス ウ ェ ーデン 19 登録 1994 年 同性 廃止 2009 年 

法定同棲 2003 年 同＆異 維持 

オ ラ ン ダ  登録 1998 年 同＆異 20 存続 2001 年 

ベルギ ー 法定同棲 1998 年 同＆異 存続 2003 年 

フ ラ ン ス  PACS 1999 年 同＆異 存続 2013 年 

フ ィ ン ラ ン ド 21 登録 2001 年 同性 新規登録停止 2015 年 

ド イ ツ 22 登録 2001 年 同性 新規登録停止 2017 年 

ニ ュ ージ ー 

ラ ン ド 23 

登録 2004 年 同＆異 存続 24 2013 年 

 

15 鳥澤（ 甲Ａ ５ ７ ０ ） の 表１ ［ ３ ２ 頁］、 鳥澤（ 甲Ａ ５ ７ １ ） の 表１ [１ １ 頁] を ベ

ース に 作成。 い わ ゆ る 同性婚の 導入時期に つい て は、 こ れら の 表に 倣い、 施行年で

はな く 制定年と し た 。  

16 鳥澤（ 甲Ａ ５ ７ １ ） Ⅱ１ ［ ３ 頁］。  

17 鳥澤（ 甲Ａ ５ ７ ０ ） Ⅰ５ ［ ３ ７ 頁］  

18 鳥澤（ 甲Ａ ５ ７ １ ） Ⅱ１ ［ ２ 頁］。  

19 鳥澤（ 甲Ａ ５ ７ ０ ） Ⅰ５ ［ ３ ６ 頁から ３ ７ 頁］、 藤戸（ 甲Ａ １ ０ ３ ） Ⅰ２ 及び３

［ ６ ８ 頁］。  

20 法律上同性及び法律上異性の 双方が対象で あ る こ と を 意味する 。  

21 藤戸（ 甲Ａ １ ０ ３ ） Ⅱ２ ［ ６ ９ 頁か ら ７ ０ 頁］。  

22 藤戸（ 甲Ａ １ ０ ３ ） Ⅱ８ ［ ７ ５ 頁か ら ７ ７ 頁］。  

23 鳥澤（ 甲Ａ ５ ７ ０ ） Ⅲ２ ［ ４ ３ 頁から ４ ４ 頁］、 鳥澤（ 甲Ａ ５ ７ １ ） Ⅴ[ ９ 頁]。  

24 ニ ュ ージ ーラ ン ド 政府ウ ェ ブ ページ （ 甲Ａ ５ ７ ５ ）。

https://w w w .govt.nz/brow se/f am ily-and-w hanau/gettin g-m arried/civi l-un ions/ 
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イ ギ リ ス 25 登録 2004 年 同性 

→ 

同＆異 

存続 2013 年 26 

ス イ ス 27 登録 2004 年 同性 新規登録停止 2022 年 

ルク セ ン ブ ルク 28 登録 2004 年 同＆異 存続 2014 年 

オ ース ト リ ア 29 登録 2009 年 同性 

→ 

同＆異 

存続 2019 年 

ア イ ルラ ン ド 30 登録 2010 年 同性 新規登録停止 2015 年 

法定同棲 2010 年 同＆異 存続 

マ ルタ 31 登録 2014 年 同＆異 存続 2017 年 

法定同棲 2017 年 同＆異 存続 

イ タ リ ア 32 登録 2016 年 同性 存続 な し  

 

( 3)  平等原則違反 

ア  上記別制度か ら 平等取扱い への 移行に 関し 、 裁判所が 、 法律上異性の

カ ッ プ ルを 対象と し た 法律婚制度と の 差は法の 下の 平等を 定め る 憲法

 

25 藤戸（ 甲Ａ ５ ７ ２ ） Ⅰ４ ( 1) ［ ２ ９ 頁か ら ３ １ 頁］。  

26 イ ン グ ラ ン ド 及びウ ェ ールズ で の制定年。 ス コ ッ ト ラ ン ド で は２ ０ １ ４ 年、 北

ア イ ルラ ン ド で は２ ０ １ ９ 年に い わ ゆ る 同性婚を 認め る 法律が 成立し た （ 藤戸（ 甲

Ａ ５ ７ ２ ） 脚注３ ３ ［ ２ ９ 頁］）。  

27 藤戸（ 甲Ａ ５ ７ ２ ） Ⅰ１ ( 3) ［ ２ ５ 頁か ら ３ ０ 頁］。  

28 藤戸（ 甲Ａ １ ０ ３ ） Ⅱ１ ［ ６ ８ 頁］。  

29 藤戸（ 甲Ａ １ ０ ３ ） Ⅱ９ ［ ７ ７ 頁］、 甲Ａ ４ ４ ７ 。  

30 藤戸（ 甲Ａ １ ０ ３ ） Ⅱ３ ［ ７ ０ 頁か ら ７ １ 頁］。  

31 藤戸（ 甲Ａ １ ０ ３ ） Ⅱ７ ［ ７ ４ 頁か ら ７ ８ 頁］。  

32 藤戸（ 甲Ａ ５ ７ ２ ） Ⅰ１ ( 4) ［ ３ ５ 頁か ら ３ ６ 頁］。  

【有償配布 や Web(ホームページ, ブログ, facebook 等)へのアップロード・転載はお止めください】
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の 条項に 違反する と 判断し た こ と が 、 大き な 要因と な っ た 国も 存在す

る 。  

イ  例え ば、 ド イ ツ で は、 法律上同性の カ ッ プ ルを 対象と する 、 登録パー

ト ナーシ ッ プ ( 生活パート ナーシ ッ プ ( Lebens par t ner s cha f t ) ) が ２ ０ ０

１ 年に 導入さ れた 。 導入当初は 、 身分登録法( 身分登録所の 管轄) 、 行

政法、 税法( 所得税、 贈与・ 相続税な ど ) 、 社会保障法、 移民法な ど に

おけ る 取扱い に おい て 、 法律上異性の カ ッ プ ルを 対象と し た 婚姻と の

違い が あ っ た ［ 33］。  

し か し 、 ヨ ーロ ッ パ司法裁判所の ２ ０ ０ ８ 年４ 月１ 日判決( マ ルコ 事

件) ［ 34］ を 受け て 、 ド イ ツ 連邦憲法裁判所は 、 ２ ０ ０ ９ 年７ 月７ 日判

決に おい て 、 基本法３ 条１ 項の 一般的平等原則と 同法６ 条１ 項の 婚姻

の 特別の 保護の 関係に つい て 、「 性的指向に 基づく 区別に は 、 性別に 基

づく 場合と 同様に 、 特に 重大な 理由を 正当化と し て 必要と する 」 と 判

例を 変更し た 。 こ の 判例変更後、 連邦憲法裁判所は 、 相続税・ 贈与

税、 公務員の 家族手当、 土地取得税の 免税、 所得税法の 合算課税方式

の 適用に つい て 、 婚姻と 生活パート ナーシ ッ プ の 差異が 一般平等原則

に 反し て 違憲と い う 判断を 下し て い っ た 。  

 

33 こ の パート で 述べら れて い る ド イ ツ で の 動き に ついて は、 渡邉・ 意見書（ 甲Ａ

５ ７ ６ －１ ） 五２ （ ２ ）［ ８ 頁から ９ 頁］、 同意見書添付文献１ （ 甲Ａ ５ ７ ６ －

２ ）、 渡邉・ ド イ ツ に おけ る 同性カ ッ プ ルの 法的処遇・ ジ ュ リ ス ト １ ５ ７ ７ 号７ ７

頁以下（ 甲Ａ ５ ７ ７ ）、 藤戸（ 甲Ａ ５ ７ ２ ）［ ３ ２ 頁］、 鳥澤（ 甲Ａ ５ ７ １ ） Ⅱ２

［ ３ 頁か ら ５ 頁］ 参照。  

34 マ ルコ 事件は、 男性カ ッ プ ルの 一方が 他方の死亡後に ド イ ツ 劇場年金機構に 寡

夫年金を 請求し た が 、 生活パート ナーか ら の 請求は定款で 予定さ れて いな い と し

て 、 年金機構が 請求を 拒絶し た 事案で あ る 。 ヨ ーロ ッ パ司法裁判所は、 夫婦（ 配偶

者） と 生活パート ナーが比較可能な 状況に あ る こ と か ら 、 性的指向に 基づく 直接的

差別が 存在する と 判断し た （ 渡邉意見書添付文献１ （ 甲Ａ ５ ７ ６ －２ ） Ⅰ［ １ １ ３

頁か ら １ １ ８ 頁］、 渡邉（ 甲Ａ ５ ７ ７ ） Ｉ Ｖ ２ ［ ７ ８ 頁］）。  
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こ の よ う な 流れを 受け て 、 ド イ ツ 連邦政府は、 ２ ０ １ ５ 年に 民法、

行政手続法ほ か 行政法令、 民事訴訟法、 身分登録法、 生活パート ナー

シ ッ プ 法な ど 合わ せて ３ ２ の 法令に おい て 生活パート ナーシ ッ プ を 婚

姻と 同様に 扱う 改正を 行う 「 生活パート ナーの 権利の 解決法」 を 制定

する に 至っ た 。  

そ の 後、 ２ ０ １ ７ 年７ 月２ ０ 日に 「 同性の 人の た め に 婚姻締結の 権

利を 導入する 法律」 が 成立し 、 い わ ゆ る 同性婚が 導入さ れ、 生活パー

ト ナーシ ッ プ の 新規登録は停止さ れた の は、 上記表１ の と おり で あ る 。  

ウ  ま た 、 オ ース ト リ ア で は 、 ２ ０ ０ ９ 年に 登録パート ナーシ ッ プ 法が 制

定さ れた 当時、 法律上同性の カ ッ プ ルに よ る 養子縁組の 利用が 認め ら

れて い な か っ た が 、 ２ ０ １ ３ 年２ 月１ ９ 日に ヨ ーロ ッ パ人権裁判所

で 、 オ ース ト リ ア の 登録パート ナー婚法８ 条が 法律上同性カ ッ プ ルの

相手方の 子ど も と の 養子縁組を 認め な い こ と に つい て 、 未婚の 異性カ

ッ プ ルの 場合と 比較し て ヨ ーロ ッ パ人権条約１ ４ 条（ 差別の 禁止） に

違反する と し た 判決が 出さ れた ［ 35］。  

生殖補助医療の 利用の 可否に つい て も 差が 設け ら れて い た が 、 オ ー

ス ト リ ア 憲法裁判所は、 ２ ０ １ ３ 年１ ２ 月１ ０ 日の 判決に おい て 、 法

律上異性の カ ッ プ ルに 限定する 生殖補助医療法の 規定は平等原則に 反

し 違憲で あ る と 判断し た ［ 36］。  

さ ら に 、 オ ース ト リ ア 憲法裁判所は、 ２ ０ １ ７ 年１ ２ 月４ 日の 判決

に おい て 、 要旨、 以下の よ う な 判断を 下し た ［ 37］。  

   登録パート ナーシ ッ プ 制度は、 導入さ れて か ら 改正を 重ねて

おり 、 近年で は共同養子縁組や生殖補助医療の 利用を 認め る

等、 婚姻と の 間に はご く わ ずか な 違い を 残すの みと な っ た 。  

 

35 鳥澤（ 甲Ａ ５ ７ １ ） Ⅱ２ ［ ３ 頁から ５ 頁］。  

36 渡邉・ 意見書（ 甲Ａ ５ ７ ６ －１ ） 八１ （ ２ ）［ １ ４ 頁か ら １ ５ 頁］  

37 藤戸（ 甲Ａ １ ０ ３ ）［ ７ ７ 頁］。  
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   し か し 、 た と え 法的構造が 同じ で あ っ て も 、 ２ つの 法制度に

分か れて い る こ と そ れ自体が 、 同性への 性的指向を 有する 者が

異性への 性的指向を 有する 者と 同じ で はな い 、 と い う こ と を 表

し て い る 。 そ し て 、 法制度の 名称が 「 婚姻」 と 「 登録パート ナ

ーシ ッ プ 」 と に 分か れて い る こ と か ら 、 同性への 性的指向を 有

する 者は、 性的指向が 重要で はな い 場面又は重要で あ っ て はな

ら な い 場面に おい て も 自ら の 性的指向を 明ら か に せざ る を 得な

く な り 、 差別を 受け る おそ れが あ る 。  

   以上の こ と か ら 、 異性間関係と 同性間関係と を ２ つの 法制度

に よ っ て 区別する こ と は 、 性的指向等の 個人の 属性を 理由と す

る 差別を 禁止する 平等原則に 違反し て い る 。  

   違憲性を 除去する た め に は、 ①一般民法典４ ４ 条の 「 異な る

性の 」 と い う 文言、 ②登録パート ナーシ ッ プ 法１ 条の 「 同性カ

ッ プ ルの 」 と い う 文言及び同法２ 条の 「 同じ 性の 」 と い う 文言

並びに 同法５ 条１ 項１ 号の 規定（ 異性間で は登録パート ナ ーシ

ッ プ は 成立し な い と する 規定） は、 削ら れな け ればな ら ず、 ま

た 、 そ れで 足り る 。 登録パート ナーシ ッ プ 法自体が 違憲で あ る

わ け で はな い 。  

上記２ ０ １ ７ 年１ ２ 月４ 日の 判決を 受け て 法改正が な さ れ、 オ ース

ト リ ア で は、 現在、 法律上同性か 、 異性か に か か わ ら ず、 法律婚と 登

録パート ナーシ ッ プ 制度の い ずれか を 選択で き る よ う に な っ て い る

［ 38］。  

エ  ド イ ツ やオ ース ト リ ア の 状況は、 法律上異性の カ ッ プ ルを 対象と し た

婚姻と 、 法律上同性の カ ッ プ ルを 対象と し た 登録パート ナーシ ッ プ の

間で 効果の 差異を 設け て も 、 そ の 差異を 個々に 平等扱い の 観点か ら 検

 

38 藤戸（ 甲Ａ ５ ７ ２ ） Ⅰ５ ( 1) ［ ３ ６ 頁か ら ３ ７ 頁］。  
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討し て い く と 平等原則違反と な り 維持で き な い こ と を 如実に 示し て い

る 。  

 

( 4)  ま と め  

以上の と おり 、 当初、 法律上同性の カ ッ プ ルに 対し い わ ゆ る 登録パ

ート ナーシ ッ プ 制度等を 導入し て い た ヨ ーロ ッ パ諸国で も 、 そ の ほ と

ん ど が い わ ゆ る 同性婚を 導入し 、 現在で は 、 カ ッ プ ルの 家族に 関する

制度に 関し 法律上異性の カ ッ プ ルと 法律上同性の カ ッ プ ルと の 間に 差

が な い 状態と な っ て い る 。 ま た 、 ド イ ツ やオ ース ト リ ア の よ う に 、 登

録パート ナーシ ッ プ と 婚姻の 差に つい て 、 裁判所が 平等原則違反し 、

違憲だ と 判断し た 国も 存在する 。  

本訴訟の 判決に 当た っ て は、 こ れら の 事実が 踏ま え ら れな け ればな

ら な い 。  

 

第４  制度の 内容に 区別を 設け る こ と に は個人の 尊厳・ 法の 下の 平等の

観点か ら 憲法上問題が あ る こ と  

１  制度の 内容に 区別を 設け る こ と に つい て も 憲法適合性審査が 不可欠

で あ る こ と  

本件各下級審判決の 中に は、 法律上同性の カ ッ プ ルに も 現行の 法律婚

制度の 利用を 認め る か 、 そ れ以外の 婚姻類似の 制度を 用意する か に 関す

る 立法府の 裁量は 非常に 広い か の よ う に 判示し 、 制度の 内容に 区別を 設

け る こ と の 憲法適合性を 全く 行わ な か っ た も の が あ る 。  

例え ば、 東京地裁判決（ 一次）（ 甲Ａ ３ ２ ２ ） は「 そ の よ う な 法制度

を 構築する 方法に つい て は多様な も の が 想定さ れ、 そ れは立法裁量に 委

ねら れて おり 、 必ずし も 本件諸規定が 定め る 現行の 婚姻制度に 同性間の

婚姻を 含め る 方法に 限ら れな い （ 現行の 婚姻制度と は 一部異な る 制度を

同性間の 人的結合関係へ適用する 制度と する 方法や、 同性間で も 利用可
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能な 婚姻に 類する 制度を 別途構築する 方法を 採る こ と 等も 可能で あ

る 。）」 な ど と 述べ（ 同５ ２ 頁か ら ５ ３ 頁）、 制度の 内容に 区別を 設け る

こ と に つい て の 憲法適合性審査を 全く 行わ な か っ た 。  

し か し 、 憲法２ ４ 条２ 項が 、 婚姻及び家族に 関する 事項に 関し て 、

「 法律は、 個人の 尊厳と 両性の 本質的平等に 立脚し て 、 制定さ れな け れ

ばな ら な い 」 と 明記し 、 憲法１ ４ 条１ 項は、 法の 下の 平等を 定め て い る

の で あ る か ら 、 制度の 有無だ け で な く 、 法律上同性の カ ッ プ ルが 家族と

な る 制度の 内容に つい て も 、 憲法の 基本原理で あ る 「 個人の 尊重」、「 個

人の 尊厳」、「 法の 下の 平等」 の 観点か ら の 憲法上の 制約が あ る の で あ

り 、 立法府はこ れら に 反する 内容の 制度と する こ と が で き な い （ 再婚禁

止期間に 関する 最大判平成２ ７ 年１ ２ 月１ ６ 日民集第６ ９ 巻８ 号２ ４ ２

７ 頁参照）。  

し た が っ て 、 法律上同性の カ ッ プ ルが 家族と な る た め の 制度の 有無だ

け で な く 、 制度の 内容に 区別を 設け る こ と に つい て も 、 憲法２ ４ 条１

項、 ２ 項と 憲法１ ４ 条１ 項に 適合する か ど う か の 審査が 不可欠で あ る 。  

 

 ２  別の 内容の 制度と する こ と に つい て の 立法府の 裁量は 狭い  

本件各下級審判決の 中に は、 東京地裁判決（ 一次）（ 甲Ａ ３ ２ ２ ） の

よ う に 、 同じ 制度と する か 別制度と する か の 選択に つい て 立法府の 裁

量は広い と 考え て い る よ う に 見受け ら れる も の が あ る が 、 こ れも 誤り

で あ る 。  

ま ず、 本訴訟で 上告人ら が 主と し て 主張し て い る の は、 白紙の 状態

か ら 法律上同性の カ ッ プ ルが 家族と な る 制度を 構築せよ と い う こ と で

はな く 、 既に 存在する 現行の 法律婚制度の 利用を 法律上同性の カ ッ プ

ルに 認め て い な い こ と が 、 憲法２ ４ 条１ 項及び２ 項と 憲法１ ４ 条１ 項

に 違反する と い う こ と で あ る 。 そ こ で 問わ れて い る の は、 上記の よ う

な 区別取り 扱い が 「 個人の 尊重」、「 個人の 尊厳」、「 法の 下の 平等」 と
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い う 憲法の 基本原理に 違反する と い う こ と で あ っ て 、 白紙の 状態か ら

制度の 構築を 要求し 、 当該制度の 不構築の 違憲性が 問題と な っ て い る

場合と 比較し て 、 当然、 立法府の 裁量は狭い 。  

さ ら に 、 仮に 、 法律上同性の カ ッ プ ルが 家族と な る た め の 制度と し

て 、 現行の 法律婚制度と 異な る 内容の 別制度を 導入し た 場合、 そ の 内

容は現行の 法律婚制度と 比較し て 劣っ た 内容の も の と な ら ざ る を 得な

い が ［ 39］、 性自認・ 性的指向や性別と い う 本人が コ ン ト ロ ールする こ

と が で き な い 事由に よ り 、 そ の よ う な 差が 設け ら れる こ と に な る 。 こ

れは、 法律上同性の カ ッ プ ル（ と そ の 子） に 対し 、 二級市民で あ り 、

劣っ た 存在で あ る と い う レ ッ テ ルを 張り 、 そ の 「 個人の 尊厳」 が 損な

わ れる こ と に つな が る 。  

こ れら の こ と を 考慮する と 、 やむを 得な い 事由が な い 限り 、 現行の

法律婚制度と 異な る 内容の 制度や別の 制度と する こ と はで き な い と 解

すべき で あ る 。  

 

３  異な る 制度と する こ と に つい て やむを 得な い 事由の 不存在 

そ し て 、 上告理由書別冊Ｃ で 詳述し た と おり 、 法律上同性の カ ッ プ

ルは、 法律上異性の カ ッ プ ルと 同様、 婚姻の 本質を 満た す関係を 築く

こ と が で き 、 法律上同性の カ ッ プ ルに と っ て も 、 個人の 幸福追求の 上

で 、 国家そ の 他の 第三者か ら 妨害さ れずに 、 望む相手と 婚姻し う る こ

と 、 婚姻に よ り 形成さ れる 家族が 、 法的に 安定し た 共同生活を 営むこ

 

39 渡邊・ 意見書（ 甲Ａ ５ ７ ６ －１ ） 三３ ［ ３ 頁か ら ４ 頁］ は、 法律上同性の カ ッ

プルを 対象と し た 登録パート ナーシ ッ プ 制度の 効果が 現行の法律婚制度と 同等ま た

はそ れ以下と な る こ と はあ っ て も 、 現行の 法律婚制度よ り 有利に な る こ と は、 逆に

法律上異性の カ ッ プ ルに対する 差別と な り 、 あ り え な い 旨を 述べる 。  
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と が で き る こ と を 保障する こ と が 極め て 重要で あ る ［ 40］。 国際人権法

上も 、 法律上同性の カ ッ プ ルに 対し 法律婚への ア ク セ ス が 求め ら れる

と い う 見解が 有力と な っ て おり 、 現に 、 自由権規約の 締約国で あ る 日

本は、 自由権規約委員会か ら 、 自由権規約上の 義務と し て 法律上同性

の カ ッ プ ルに 対し 法律婚への ア ク セ ス を 認め る よ う 勧告さ れて い る

［ 41］。  

ま た 、 子を 産み、 育て る こ と は婚姻に 不可欠で はな い が 、 子を 産み

育て る こ と を 選択し た 場合、 法律上同性の カ ッ プ ルも 、 法律上異性の

カ ッ プ ルと 同様、 子を 産み育て 、 家族と し て 共同生活を 送り な が ら 、

次の 世代に つな い で い く と い う 社会に と っ て 重要か つ不可欠な 役割を

果た すこ と が で き る し 、 実際に 果た し て き た （ 上告理由書別冊Ｄ ）

［ 42］。  

上告理由書別冊Ｂ で 詳述し た と おり 、 現行の 法律婚制度の 内容は、

法律上同性の カ ッ プ ルに も そ の ま ま の 内容で 適用可能で あ り 、 嫡出推

定規定群や、 生殖補助医療の 利用な ど も 含め 、 あ え て 異な る 内容と す

る 理由も 存在し な い （ な お、 仮に 一部の 規定の 適用に つい て 、 立法府

に おい て 再整理を する 余地が あ り 得る と し て も 、 法律上同性の カ ッ プ

ルを 現行の 法律婚制度に 包摂する こ と に 何ら 障害はな い ）。 伝統的な 価

値観や反対意見の 存在と い っ た 事情は法律上同性の カ ッ プ ルに 対し て

現行の 法律婚制度の 享有主体性を 認め な い 根拠足り え な い ［ 43］。  

 

40 訴状第８ の ２ ［ ８ ５ 頁から １ １ ２ 頁］、 原告ら 第１ ８ 準備書面か ら 原告ら 第２ ５

準備書面な ど 。  

41 原告ら 第１ ０ 準備書面第４ の ２ ［ １ ４ 頁か ら ２ ０ 頁］、 原告ら 第２ ８ 準備書面第

３ の ４ ［ １ ４ 頁か ら １ ７ 頁］。  

42 そ の 他、 原告ら 第２ 準備書面第４ ［ ４ ５ 頁から ５ ４ 頁］、 原告ら 第１ ３ 準備書面

第２ ［ ３ 頁か ら １ ７ 頁］、 同第３ ［ １ ７ 頁か ら ２ １ 頁］ も 参照。  

43 原告ら 第１ ７ 準備書面第１ ０ の ６ ［ ５ １ 頁から ５ ３ 頁］。  
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さ ら に 、 日本に おけ る ト ラ ン ス ジ ェ ン ダ ー、 同性愛者そ の 他の 性的

少数者の 人口規模は２ ０ １ ５ 年及び２ ０ １ ６ 年に 行わ れた 各種調査に

よ れば４ ． ９ ％か ら ７ ． ６ ％で あ り ［ 44］、 単純に 人口比で 計算し て

も 、 現在で も 少な く と も 約６ ０ ０ 万人か ら 約９ ４ ０ 万人規模の 性的少

数者が 日々生活し て い る ［ 45］。 つま り 、 少な く な い 人口の 法律上同性

の カ ッ プ ル（ と そ の 子） が 本件諸規定に よ り 法律上同性の カ ッ プ ルが

現行の 法律婚制度か ら 排除さ れて い る こ と に よ り も た ら さ れる 不利益

に よ る 影響を 受け て い る の で あ る 。 そ し て 、 そ の よ う な 不利益を 受け

て い る 状態は、 現行憲法が 施行さ れた １ ９ ４ ７ 年５ 月３ 日か ら 換算す

る と 実に ７ ５ 年以上と い う 極め て 長期間に わ た っ て 継続し て い る 。 こ

の よ う に 、 本件諸規定が 法律上同性の カ ッ プ ルの 現行の 法律婚制度の

利用を 否定する こ と が 、 法律上同性の カ ッ プ ル（ と そ の 子） の 人格的

生存に 及ぼす影響は深刻か つ、 甚大な も の で あ る ［ 46］。   

以上の よ う な 事情を 踏ま え れば、 現行の 法律婚制度と 異な る 内容の

制度や別の 制度と する こ と に やむを 得な い 事情は認め ら れな い 。  

 

４  婚姻に 満た な い 類似の 制度で は 、 憲法２ ４ 条２ 項の 要請を 満た し 得

な い こ と  

憲法２ ４ 条２ 項は、 同条１ 項の 保障する 婚姻の 自由の 保障が 法律上

同性の カ ッ プ ルに 及ぶ場合はそ の 論理必然的な 帰結と し て 、 仮に そ の

文言上憲法２ ４ 条１ 項を 直接適用で き な い 場合で も 同条２ 項独立の 要

請と し て 、 法律上同性の カ ッ プ ルが 利用可能な 婚姻制度の 構築を 要請

し て い る 。 婚姻制度の 構築が 要請さ れる 以上、 諸外国で か つて 導入さ

 

44 中西・ LGBT の 現状と 課題（ 甲Ａ ５ ７ ８ ） ２ ( 2) ［ ５ 頁か ら ６ 頁］。  

45 総務省統計局の 資料に よ れば、 ２ ０ ２ ３ 年１ ０ 月１ 日現在の 日本の総人口の 概

算値は１ 億２ ４ ３ ４ 万人で あ る （ 甲Ａ ５ ７ ９ ）。  

46 名古屋地裁判決（ 甲Ａ ４ ５ ７ ） も 同様の 事実認定を 行う （ 同４ ６ 頁）。  
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れた 登録パート ナーシ ッ プ 制度、 Ｐ Ａ Ｃ Ｓ 、 法定同棲な ど の 婚姻類似

の 制度で は、 憲法２ ４ 条２ 項の 上記要請を 満た すこ と はで き な い 。  

上記は 当然の 結論で あ る が 、 念の た め 、 以下に おい て 補足説明を 行

う 。 ま ず、 本４ で は、 諸外国で か つて 導入さ れた 婚姻類似制度の う

ち 、 登録パート ナーシ ッ プ 制度で 婚姻と 効力が 大幅に 異な る も の （ 以

下「 婚姻機能非等価型登録パ ート ナ ーシ ッ プ 制度」 と い う 。）、 Ｐ Ａ Ｃ

Ｓ 、 法定同棲（ 法定同居） を 取り 上げ、 こ れら 婚姻類似の 制度で は憲

法２ ４ 条２ 項の 要請を 満た さ な い こ と を 説明する 。 登録パート ナーシ

ッ プ 制度で 婚姻と 効力が ほ ぼ同じ も の （ 以下「 婚姻機能等価型登録パ

ート ナーシ ッ プ 制度」 と い う 。） に つい て は、 第６ で 述べる 。  

 

( 1)  検討の 視点 

ま ず、 ど の よ う な 視点か ら 検討さ れる べき か を 整理する 。  

現行の 日本の 憲法が 「 婚姻」 に つい て 定義を 置い て い ればそ こ か ら

出発すべき で あ る が 、 そ の よ う な 定義が 置か れて い な い 以上、 ど の よ

う な 制度で あ れば憲法２ ４ 条の 要請に か な う 婚姻制度で あ る か は、「 個

人の 尊厳」 と 「 法の 下の 平等」 と い う 憲法の 基本原理に 立脚し て 、 日

本の 家族法制の 歴史や国民の 意識等も 踏ま え つつ判断する ほ か な い

（ 最大判平成２ ７ 年１ ２ 月１ ６ 日民集６ ９ 巻８ 号２ ５ ８ ６ 頁参照）。  

そ し て 、 現行の 法律婚制度制定以降、 現在ま で 現行の 法律婚制度以

外に 日本に おい て 婚姻制度が 存在し な い こ と 、 日本で は現行の 法律婚

制度に 基づく 婚姻を 尊重する 意識が 強く ［ 47］、 婚姻制度と し て 現行の

法律婚制度以外の 制度は想定し が た い こ と 、 現行の 法律婚制度は明治

時代に 制定さ れた も の の 、 現行の 憲法制定時に 憲法２ ４ 条等の 要請を

 

47 再婚禁止期間に 関する 最高裁平成２ ７ 年１ ２ 月１ ６ 日判決民集６ ９ 巻８ 号２ ４

２ ７ 頁（ 甲Ａ ２ １ ７ ） 参照。  
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踏ま え て 必要な 修正が な さ れた も の で あ る こ と な ど か ら すれば、 現行

の 法律婚制度こ そ が 憲法２ ４ 条２ 項の 要請を 満た す婚姻制度と し て 想

定さ れて い る 制度で あ り 、 現行の 法律婚制度を 出発点と し て 、 ど の よ

う な 制度で あ れば憲法２ ４ 条２ 項の 要請を 満た す婚姻制度で あ る か が

検討さ れな け ればな ら な い 。  

ま た 、 憲法２ ４ 条２ 項が 、 婚姻及び家族に 関する 事項に つい て は、

法律は「 個人の 尊厳」 と 「 法の 下の 平等」 と い う 憲法の 基本原理に 立

脚し な け ればな ら な い こ と を 明記し て い る 以上、 現行の 法律婚制度と

の 間で 差異を 設け る 場合に は、 そ の よ う な 差異が 「 個人の 尊厳」 と

「 法の 下の 平等」 と い う 憲法の 基本原理に 照ら し 許容さ れる か が 検討

さ れな け ればな ら な い 。  

現行の 法律婚制度と の 差異を 考察する 尺度で あ る が 、 現行の 法律婚

制度を 分析する と 、 現行の 法律婚制度は、 ①法的な 家族と し て の 身分

を 形成する こ と （ 以下「 ①身分形成の 要素」 と い う 。）、 ②そ の 法的身

分関係に 応じ た ふさ わ し い 法的効果( 権利義務) の 集合的付与を する こ

と （ 以下「 ②ふさ わ し い 効果の 付与の 要素」 と い う 。）、 ③当該法的身

分関係を 国の 制度に よ り 公証する こ と （ 以下「 ③公証の 要素」 と い

う 。） の ３ つを 制度の 中核的要素と し て 構築さ れて い る ［ 48］。 ま た 、 憲

法２ ４ 条２ 項が 、 婚姻及び家族に 関する 事項に つい て は、 法律は「 個

人の 尊厳」 と 「 法の 下の 平等」 と い う 憲法の 基本原理に 立脚し な け れ

ばな ら な い こ と を 明記し て い る 以上、 現行の 法律婚制度と の 差異が

「 個人の 尊厳」 と 「 法の 下の 平等」 と い う 憲法の 基本原理に 照ら し 許

容さ れる か と い う 視点も 不可欠で あ る 。  

そ こ で 、 以下で は、 上記①か ら ③の ３ つの 要素が ど の 程度満た さ れ

て い る の か と い う 視点、 及び、 現行の 法律婚制度と の 差異が 「 個人の

 

48 本件第一審判決３ ７ 頁２ ０ 行目から ３ ８ 頁５ 行目な ど 参照。  
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尊厳」 と 「 法の 下の 平等」 と い う 憲法の 基本原理に 照ら し 許容さ れる

か と い う 視点か ら 、 婚姻機能非等価型登録パート ナーシ ッ プ 制度、 Ｐ

Ａ Ｃ Ｓ 、 法定同棲（ 法定同居） の い ずれも が 、 憲法２ ４ 条２ 項の 要請

を 満た す婚姻制度と はな り え な い こ と を 説明する 。  

 

( 2)  婚姻機能非等価型登録パート ナーシ ッ プ 制度に つい て  

婚姻機能非等価型登録パート ナーシ ッ プ 制度の 例と し て は 、 ２ ０ ０

１ 年に 導入さ れた 当初の ド イ ツ の 生活パート ナーシ ッ プ 49が 挙げら れ

る 。 同制度の 導入当初は、 身分登録法( 身分登録所の 管轄) 、 行政法、

税法( 所得税、 贈与・ 相続税な ど ) 、 社会保障法、 移民法な ど に おけ る

取扱い に おい て 、 法律上異性の カ ッ プ ルを 対象と し た 婚姻と の 違い が

あ っ た 。 つま り 、 ②ふさ わ し い 効果の 付与の 要素と ③公証の 要素の 二

点に おい て 、 当時の ド イ ツ の 婚姻制度と の 間に 違い が あ っ た 。 し か

し 、 ド イ ツ 連邦憲法裁判所は、 相続税・ 贈与税、 公務員の 家族手当、

土地取得税の 免税、 所得税法の 合算課税方式の 適用に つい て 、 婚姻と

生活パート ナーシ ッ プ の 差異が 一般平等原則に 反し て 違憲と い う 判断

を 下し た 。 こ の よ う な 流れを 受け て 、 ド イ ツ 連邦政府は、 ２ ０ １ ５ 年

に 民法、 行政手続法ほ か 行政法令、 民事訴訟法、 身分登録法、 生活パ

ート ナーシ ッ プ 法な ど 合わ せて ３ ２ の 法令に おい て 生活パート ナーシ

ッ プ を 婚姻と 同様に 扱う 改正を 行う 「 生活パート ナーの 権利の 解決

法」 を 制定せざ る を 得な か っ た 。 そ の 後、 ２ ０ １ ７ 年７ 月２ ０ 日に

「 同性の 人の た め に 婚姻締結の 権利を 導入する 法律」 が 成立し 、 い わ

 

49 Lebenspartn erschaf t 
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ゆ る 同性婚が 導入さ れ、 生活パート ナーシ ッ プ の 新規登録が 停止さ れ

た ［ 50］。  

そ の 他の 例と し て は、 オ ース ト リ ア の 例を 挙げる こ と が で き る 。 同

国で は、 ２ ０ ０ ９ 年に 登録パート ナーシ ッ プ 法が 制定さ れた が 、 制定

当初、 法律上同性の カ ッ プ ルに よ る 養子縁組の 利用が 認め ら れて い な

か っ た 。 し か し 、 ２ ０ １ ３ 年２ 月１ ９ 日に ヨ ーロ ッ パ人権裁判所で 、

オ ース ト リ ア の 登録パート ナー婚法８ 条が 法律上同性カ ッ プ ルの 相手

方の 子ど も と の 養子縁組を 認め な い こ と に つい て 、 未婚の 異性カ ッ プ

ルの 場合と 比較し て ヨ ーロ ッ パ人権条約１ ４ 条（ 差別の 禁止） に 違反

する と し た 判決が 出さ れた ［ 51］。 生殖補助医療の 利用の 可否に つい て

も 差が 設け ら れて い た が 、 オ ース ト リ ア 憲法裁判所は、 ２ ０ １ ３ 年１

２ 月１ ０ 日の 判決に おい て 、 法律上異性の カ ッ プ ルに 限定する 生殖補

助医療法の 規定は平等原則に 反し 違憲で あ る と 判断し た ［ 52］。 すな わ

ち 、 オ ース ト リ ア に おい て は、 当初、 少な く と も ②ふさ わ し い 効果の

付与の 要素に おい て 、 当時の 同国の 婚姻制度と の 間に 違い が あ っ た

が 、 そ の よ う な 差異は憲法や人権条約に 違反する と 判断さ れた の で あ

る 。  

ド イ ツ やオ ース ト リ ア の 状況は、 仮に 日本に おい て 、 法律上同性の

カ ッ プ ルを 対象と し た 婚姻機能非等価型登録パート ナーシ ッ プ 制度を

導入し た と し て も 、「 個人の 尊厳」 や「 法の 下の 平等」 と い う 憲法の 基

本原理に 照ら し て 、 現行の 法律婚制度と の 差異に つい て 合理的な 理由

 

50 渡邉・ 意見書（ 甲Ａ ５ ７ ６ －１ ） 五２ （ ２ ）［ ８ 頁か ら ９ 頁］、 同意見書添付文

献１ （ 甲Ａ ５ ７ ６ －２ ）、 渡邉・ ド イ ツ に おけ る 同性カ ッ プ ルの 法的処遇・ ジ ュ リ

ス ト １ ５ ７ ７ 号７ ７ 頁以下（ 甲Ａ ５ ７ ７ ）、 藤戸（ 甲Ａ ５ ７ ２ ）［ ３ ２ 頁］、 鳥澤

（ 甲Ａ ５ ７ １ ） Ⅱ２ ［ ３ 頁か ら ５ 頁］ 参照。  

51 鳥澤（ 甲Ａ ５ ７ １ ） Ⅱ２ ［ ３ 頁から ５ 頁］。  

52 渡邉・ 意見書（ 甲Ａ ５ ７ ６ －１ ） 八１ （ ２ ）［ １ ４ 頁か ら １ ５ 頁］。  
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を 見出し が た く 、 憲法違反と 断ぜざ る を 得な い こ と を 示し て い る 。 こ

の こ と は 、 い わ ゆ る 犯罪被害者等給付金訴訟に 関する 最高裁判所第三

小法廷の ２ ０ ２ ４ 年３ 月２ ６ 日判決（ 甲Ａ ６ ３ ９ ）（ 以下「 犯罪被害者

等給付金訴訟最高裁判決」 と い う 。）［ 53］ か ら も 支持さ れる 。  

し た が っ て 、 婚姻機能非等価型登録パート ナーシ ッ プ 制度は、 憲法

２ ４ 条２ 項の 要請を 満た す婚姻制度足り 得な い 。  

 

( 3)  Ｐ Ａ Ｃ Ｓ に つい て  

Ｐ Ａ Ｃ Ｓ 54は、 １ ９ ９ ９ 年に 成立し た Ｐ Ａ Ｃ Ｓ 法に よ り 、 フ ラ ン ス に

おい て 、 婚姻制度と は別の 制度と し て 導入さ れた 非婚カ ッ プ ルの た め

の 制度で 、「 異性ま た は同性の 、 成年に 達し た ２ 人の 自然人に よ る 、 共

同生活を 送る 旨の 契約」 と 定義さ れて い る （ フ ラ ン ス に おけ る 非婚カ

ッ プ ルの 法的保護 ( 1)  :  パッ ク ス と コ ン キ ュ ビ ナージ ュ の 研究（ 甲Ａ

６ ４ ５ ）［ １ ２ ４ 頁］）。 非婚カ ッ プ ルで あ れば、 法律上異性の カ ッ プ ル

も 、 法律上同性の カ ッ プ ルも 、 近親者等で な い こ と と い う 一定の 条件

の 下、 Ｐ Ａ Ｃ Ｓ を 利用する こ と が で き る （ 同［ １ ２ ６ 頁］）。  

Ｐ Ａ Ｃ Ｓ と し て の 法的効果を 発生さ せる た め に は、 非婚カ ッ プ ル間

で の 契約締結に 加え 、 裁判所に おけ る 共同申述、 確定日付の 付与、 Ｐ

Ａ Ｃ Ｓ 専用の 登録簿への 登録に よ る 公示な ど が 必要と な る （ 甲Ａ ６ ４

５ ［ １ ２ ７ 頁か ら １ ２ ９ 頁］）。 な お、 Ｐ Ａ Ｃ Ｓ 創設当初は身分証書へ

の 影響は な い と さ れた が 、 ２ ０ ０ ６ 年民法典改正に よ り 、 Ｐ Ａ Ｃ Ｓ を

 

53 同最判は、 犯罪被害者の死亡に よ り 精神的、 経済的「 打撃を 受け 、 そ の 軽減等

を 図る 必要性が 高い と 考え ら れる 場合が あ る こ と は、 犯罪被害者と 共同生活を 営ん

で い た 者が 、 犯罪被害者と 異性で あ る か 同性で あ る か に よ っ て 直ち に 異な る も の と

はい え 」 ず、「 犯罪被害者と 同性の者は、 犯給法５ 条１ 項１ 号括弧書き に い う 『 婚

姻の 届出を し て い な い が、 事実上婚姻関係と 同様の 事情に あ つた 者』 に該当し 得る

と 解する の が 相当」 と 判断し た 。  

54 le pacte civi l de sol idarite の 略 
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締結し た 旨が 出生証書の 欄外に 記載さ れる こ と と な っ た （ 甲Ａ ５ ７ ２

［ ３ ３ 頁か ら ３ ４ 頁］）。  

Ｐ Ａ Ｃ Ｓ が 公示さ れる こ と に よ り 、 Ｐ Ａ Ｃ Ｓ の 当事者は、 第三者に

Ｐ Ａ Ｃ Ｓ の 存在やそ の 合意内容（ 例え ば、 当事者の 財産関係に 関する

分配の 定め ） を 主張する こ と が で き る よ う に な る 。 ま た 、 賃借人で あ

る Ｐ Ａ Ｃ Ｓ の 一方当事者が 死亡し た 場合に Ｐ Ａ Ｃ Ｓ の 他方当事者に 賃

借権が 移転し た り 、 同一企業で 働く Ｐ Ａ Ｃ Ｓ の 相手方当事者に 対し て

有給休暇を 同時に 取得する 権利が 与え ら れる と い っ た 効果が 認め ら れ

る 他、 所得税の 合算課税、 社会保険受給権な ど の 効果が 認め ら れて い

る （ 甲Ａ ５ ７ ２ ［ ３ ３ 頁か ら ３ ４ 頁］、 甲Ａ ６ ４ ５ ［ １ ３ １ 頁か ら １ ３

５ 頁］）。  

し か し 、 婚姻と は異な り 、 Ｐ Ａ Ｃ Ｓ で は 、 当事者間に 親族関係が 発

生せず、 Ｐ Ａ Ｃ Ｓ の 一方当事者が 死亡し て も 、 生存当事者は 当該死亡

当事者の 相続人と な る こ と はで き な い し 、 遺贈や贈与に つい て も 相続

人の 遺留分に よ っ て 制限を 受け る 。 遺族年金受給権も 認め ら れな い 。

ま た 、 氏の 変更が 認め ら れな い こ と 、 姻族関係が 発生し な い こ と 、 両

当事者間の 子ど も に つい て 嫡出推定規定が 適用さ れず、 非嫡出子と し

て 扱わ れる こ と 、 Ｐ Ａ Ｃ Ｓ の 両当事者を 養親と し て の 養子縁組も 共同

親権も 認め ら れな い こ と 、 Ｐ Ａ Ｃ Ｓ の 一方当事者が 外国人で あ っ た 場

合の フ ラ ン ス 国籍取得が 婚姻の 場合の よ う に 当然に は認め ら れな い な

ど 、 付与さ れる 法的効果の 点で 婚姻制度と の 間に 大き な 差異が 設け ら

れて い る （ 甲５ ６ ９ ［ １ ５ ０ 頁］、 甲Ａ ５ ７ ２ ［ ３ ４ 頁］、 甲Ａ ６ ４ ５

[ １ ３ ５ 頁か ら １ ３ ６ 頁] ）。  

つま り 、 Ｐ Ａ Ｃ Ｓ は、 法律上同性の カ ッ プ ルに 対し 、 婚姻への 権

利、 相続と い っ た 家族関係に 関する 権利、 養子縁組を 行う 権利な ど を

認め る 制度で はな く 、 当事者の 契約に よ っ て 財産関係を 処理し 、 共同

生活を 維持する た め の 最低限の 社会的保護を 与え る 制度で あ る に 過ぎ
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な い （ 甲５ ６ ９ ［ １ ５ ０ 頁］）。 カ ッ プ ルで あ る ２ 人の 当事者間の 契約

と し て の 位置づけ を 超え て 、 子を 含め た 親子関係を 法的に 承認する も

の で も な い （ フ ラ ン ス の 同性婚法―家族制度の 変容―（ 甲６ ４ ６ ） [ ２

３ 頁] ）。 婚姻と の 差異の な か で も 、 と り わ け 、 養子縁組、 生殖補助医

療、 共同親権等の 制限は、 法律上同性の カ ッ プ ルが 親子関係及び家族

関係を 形成する 上で 大き な 障害に な っ て い た 。 そ の た め 、 結局、 フ ラ

ン ス で は 、 ２ ０ １ ３ 年に 民法を 改正し て 法律婚制度に 法律上同性の カ

ッ プ ルを 包摂し （ 甲６ ４ ６  [ ２ ３ 頁か ら ２ ４ 頁] ）、 生殖補助医療の 利

用に つい て も ２ ０ ２ １ 年６ 月の 生命倫理法改正に よ り 認め る こ と と な

っ た （ 甲Ａ ５ ７ ４ ）。  

以上の と おり 、 フ ラ ン ス の Ｐ Ａ Ｃ Ｓ は、 前述の 婚姻制度の ３ つの 中

核的要素の う ち 、 ①身分関係の 形成の 要素を 全く 満た さ な い 。 ②ふさ

わ し い 効果の 付与の 要素に つい て も 、 氏の 変更が 認め ら れな い 、 親族

関係が 発生し な い 、 両当事者間の 子ど も が 非嫡出子と し て 扱わ れる 、

養子縁組も 共同親権も 認め ら れな い と い っ た 、 日本の 現行の 法律婚制

度の 下、 婚姻し た 当事者に 当然付与さ れる 効果の 多く が 付与さ れな

い 。 ま た 、 ③の 公証の 要素も 、 出生証明書への 記載はあ る も の の 、 婚

姻と は別の Ｐ Ａ Ｃ Ｓ 専用の 登録簿への 登録が 公示方法の 基本で あ り 、

日本の 現行の 法律婚制度に 基づく 婚姻の 公示と こ の 点で も 大き く 異な

っ て い る 。  

こ の よ う に 、 フ ラ ン ス の Ｐ Ａ Ｃ Ｓ は、 日本の 現行の 法律婚制度か ら

大き く か け 離れた 制度で あ り 、 犯罪被害者等給付金訴訟最高裁（ 甲Ａ

６ ３ ９ ） の 判示か ら も 明ら か な よ う に 、 法律上異性の カ ッ プ ルに の み

現行の 法律婚制度に 基づく 婚姻を 認め 、 法律上同性の カ ッ プ ルに はＰ

Ａ Ｃ Ｓ 類似の 制度の 利用し か 認め な い こ と に は、「 個人の 尊厳」 や「 法

の 下の 平等」 と い う 憲法の 基本原理に 照ら し て 、 合理的な 理由を 見出

すこ と は で き な い 。  
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し た が っ て 、 Ｐ Ａ Ｃ Ｓ は 、 憲法２ ４ 条２ 項の 要請を 満た す婚姻制度

足り 得な い 。  

 

( 4)  法定同棲（ 法定同居） に つい て  

ベルギ ーに おい て 、 法定同棲（ 法定同居） が 制定さ れた の は、 １ ９

９ ８ 年で あ り 、 ２ ０ ０ ０ 年１ 月か ら 施行さ れて い る （ 甲Ａ ５ ６ ９ ［ １

３ ９ 頁］）。 同国に おい て 、 同制度が 導入さ れた の は、 法律上同性の カ

ッ プ ルか 、 法律上異性の カ ッ プ ルか に 限ら ず、「 婚姻せずに カ ッ プ ルで

生活し て い た 人々の 状況の 増加への 対応を 気に か け 、 そ の 状況を 『 法

定化する 』 こ と を 認め る こ と に よ っ て 、 法的な 地位を 制度化」 する 必

要性が あ っ た た め で あ る （ ベルギ ーに おけ る カ ッ プ ルの 地位の 法的三

元構造の 発展（ ジ ャ ン ＝ルイ ・ ラ ン シ ョ ン 、 大島梨沙( 訳) ）（ 甲６ ４

７ ）［ ２ ３ ５ 頁か ら ２ ３ ６ 頁］）。 し か し 、 そ の 一方で 、 制度構築の 基本

的な 考え 方と し て 、「 制度と し て で あ れ、 社会的事実と し て で あ れ、 婚

姻に い か な る 侵害も 与え な い 」 の が 妥当で あ り 、「 婚姻よ り 下位に 何ら

か の 形態を 創り 出すこ と は 問題と な り え な い で あ ろ う 」 と い う 基本的

な 考え 方が そ の 背景に あ り 、 そ の よ う な 考え 方に 基づい て 、「 人の 法と

家族法に 手を 触れる こ と な く 、『 最小限の 財産的保護』 を 『 婚姻を 締結

する こ と を 望ま な い 、 ま た は婚姻する こ と が で き な い カ ッ プ ル』 に 提

供する こ と に 限ら れる 地位を 制度化する こ と 」 を 目指し て 、 同制度が

作ら れる こ と と な っ た （ 甲６ ４ ７ ［ ２ ３ ６ 頁］）。  

そ の 結果、 法定同棲（ 法定同居） は、 家族関係を 創設する 行為で は

な く 、 二人の 同居者間の 財産関係に 純化し た 制度と し て 設計さ れた 。

例え ば、 愛情的で 性的な 意味で の カ ッ プ ル以外の ２ 人の 同居者（ 例え

ば、 兄と 妹、 母と 娘、 二人の 友人） も 、 同制度を 利用する こ と が で き

る （ 甲６ ４ ７ ［ ２ ３ ７ 頁］）。 ま た 、 同居者は約定に よ っ て 法定同棲

（ 法定同居） の 態様を 定め る こ と が で き る が （ 甲６ ４ ７ ［ ２ ３ ９
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頁］）、 家族法上の 身分の 変動は生じ な い 。 家族法上の 身分変動が 伴わ

な い ゆ え に 、 独身の 同居者は独身と い う 身分の ま ま で あ り 、 い か な る

身分証書も 発行さ れず、 法定同棲（ 法定同居） を し た 旨が ベルギ ーに

居住する 人間の 主た る 住居を 特定する た め の 住民登録簿上に 記載さ れ

る の みで あ る 。 子ど も に 関し て も 、 制度導入当初は非婚カ ッ プ ルと 同

じ 状況で あ っ た ［ 55］（ 同［ ２ ３ ７ 頁か ら ２ ３ ８ 頁］）。 そ の 解消も 非常

に 簡単で 、 法定同棲（ 法定同居） 者の 一方は、 一定の 手続を と る こ と

に よ り 、 一方的に 、 法定同棲（ 法定同居） を 終了さ せる こ と が で き る

（ 甲６ ４ ７ ［ ２ ３ ８ 頁］）。 加え て 、 法定同棲（ 法定同居） に は税制や

社会保障に 関する い か な る 特権や特典も 付与さ れな い （ 同［ ２ ３ ９

頁］）。  

ス ウ ェ ーデン 、 ア イ ルラ ン ド 及びマ ルタ に おい て も 、 ベルギ ーの 法

定同棲（ 法定同居） に 類似し た 制度が 存在する が 、 こ れら の 制度の 有

する 、 専ら 同居の 二当事者間に おけ る 財産関係を 規律する 法制度と い

う 性質に つい て は、 ベルギ ーの 法定同棲（ 法定同居） と 同様で あ る

［ 56］。  

以上の と おり 、 法定同棲（ 法定同居） は 、 前述の 婚姻制度の ３ つの

中核的要素の う ち 、 ①身分関係の 形成の 要素を 全く 満た さ な い 。 ②ふ

さ わ し い 効果の 付与の 要素に つい て も 、 も っ ぱら 当事者間の 財産関係

の 規律に 限ら れて おり 、 日本の 現行の 法律婚制度の 下、 婚姻し た 当事

者に 身分関係の 変動に 伴い 付与さ れる 効果が 付与さ れな い 。 ま た 、 ③

の 公証の 要素も 、 例え ば、 ベルギ ーで あ れば、 法定同棲（ 法定同居）

 

55 な お、 現在で は、 養子制度が 認めら れて い る よ う で あ る （ 甲Ａ ５ ７ １ 表１ ［ １

１ 頁］ 参照）。  

56 ス ウ ェ ーデン の 同棲法につい て は甲Ａ ５ ７ ０ ［ ３ ６ 頁］ 及び甲Ａ １ ０ ３  ［ ６ ８

頁］、 ア イ ルラ ン ド に ついて は甲Ａ １ ０ ３ ［ ７ ０ 頁］、 マ ルタ に つい て は甲Ａ １ ０ ３

［ ７ ５ 頁か ら ７ ６ 頁］ を 参照。  
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を し た 旨が 同国に 居住する 人間の 主た る 住居を 特定する た め の 住民登

録簿上に 記載さ れる の みで あ る 等、 日本の 現行の 法律婚制度に 基づく

婚姻の 公示と こ の 点で も 大き く 異な っ て い る 。  

こ の よ う に 、 法定同棲（ 法定同居） は、 日本の 現行の 法律婚制度か

ら 大き く か け 離れた 制度で あ り 、 法律上異性の カ ッ プ ルに の み現行の

法律婚制度に 基づく 婚姻を 認め 、 法律上同性の カ ッ プ ルに は 法定同棲

（ 法定同居） 類似の 制度の 利用し か 認め な い こ と に は、 フ ラ ン ス の Ｐ

Ａ Ｃ Ｓ に 関し 述べた 理由と 同様の 理由か ら 、「 個人の 尊厳」 や「 法の 下

の 平等」 と い う 憲法の 基本原理に 照ら し て 、 合理的な 理由を 見出すこ

と はで き な い 。  

し た が っ て 、 法定同棲（ 法定同居） は、 憲法２ ４ 条２ 項の 要請を 満

た す婚姻制度足り 得な い 。  

 

( 5)  小括 

以上の と おり 、 婚姻機能非等価型登録パート ナーシ ッ プ 制度、 Ｐ Ａ

Ｃ Ｓ 、 法定同棲（ 法定同居） と い う 婚姻類似制度の い ずれに つい て

も 、 現行の 法律婚制度の ３ つの 中核的要素の う ち 、 全部ま た は一部が

満た さ れな い 。 ま た 、 法律上異性の カ ッ プ ルに の み現行の 法律婚制度

に 基づく 婚姻を 認め 、 法律上同性の カ ッ プ ルに つい て は上記婚姻類似

制度の 利用し か 認め な い と い う 制度設計と し た 場合に 、 現行の 法律婚

制度と 当該婚姻類似制度と の 間に 存在する 差異は、「 個人の 尊厳」 と

「 法の 下の 平等」 と い う 憲法の 基本原理に 照ら し 許容さ れな い 。 よ っ

て 、 上記婚姻類似制度は、 い ずれも 、 憲法２ ４ 条２ 項の 要請を 満た す

婚姻制度と はな り え な い 。  

 

第５  段階的な 移行は別制度を 導入する 正当化事由と な ら な い こ と  

１  はじ め に  
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本件各下級審判決の 中に は、 欧米で 法律上同性の カ ッ プ ルを 対象と

する 登録パート ナーシ ッ プ が 先行し て 導入さ れた 例な ど を 参考に 、 婚

姻類似の 制度か ら 現行の 法律婚制度への 段階的な 移行を 許容する も の

も あ る 。  

例え ば、 名古屋地裁判決（ 甲Ａ ４ ５ ７ ） は、「 仮に 法律に よ り 何ら か

の 特別の 規律が 設け ら れた 場合に おい て も 、 そ の 後の 実績に 応じ る な

ど し て 、 時の 経過と と も に 社会情勢は変化し 、 同性カ ッ プ ルを 含む国

民全体の 意識も 変動し て い く も の と 推測で き 、 一旦成立し た 法律を 唯

一絶対の も の と 見る 必然はな く 、 不断の 検証を 経る べき も の で あ っ

て 、 将来的な 改正も 視野に 入れて 検討さ れて よ い はずで あ る 。」 な ど と

述べる （ 同３ ５ 頁か ら ３ ６ 頁）。  

し か し 、 現在の 日本の 置か れた 状況を 考慮すれば段階的移行を する

理由はな い し （ 下記２ ）、 段階的移行は差別の 固定化に つな が る な ど の

問題が あ り （ 下記３ ）、 法律上同性の カ ッ プ ルが 家族と な る た め の 制度

に 関し 、 現行の 法律婚制度と 別の 制度を 導入する こ と の 正当化事由と

はな り え な い 。  

 

２  時代背景が 大き く 違う こ と  

( 1)  ま ず、 上記名古屋地裁判決（ 甲Ａ ４ ５ ７ ） の 判示は、 諸外国で 登録

パート ナ ーシ ッ プ 制度等が 導入さ れた 時期の 時代背景と 、 現在の 時代

背景が 大き く 異な る こ と を 正し く 踏ま え て い な い 。  

 

( 2)  欧米で 登録パート ナーシ ッ プ 制度等の 導入が 盛ん と な っ た の は、 １

９ ９ ０ 年代か ら ２ ０ ０ ０ 年代で あ る 。 こ の 時期に 登録パート ナーシ ッ

プ 制度等の 導入を し た ヨ ーロ ッ パ諸国に つい て は、 前掲表１ 参照の と

おり で あ る 。 ア メ リ カ 合衆国に おけ る 導入例と し て 、 バーモ ン ト 州
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（ ２ ０ ０ ０ 年）、 コ ネ テ ィ カ ッ ト 州（ ２ ０ ０ ５ 年）、 ニ ュ ージ ャ ージ ー

州（ ２ ０ ０ ６ 年） な ど が あ る ［ 57］。  

し か し 、 こ れら の 国や州に おい て １ ９ ９ ０ 年代か ら ２ ０ ０ ０ 年代に

登録パート ナーシ ッ プ 制度等が 導入さ れた 際、 法律上同性の カ ッ プ ル

の 保護に 関し 、 婚姻か 登録パート ナーシ ッ プ か の 選択が 行わ れた の で

はな く 、 登録パート ナーシ ッ プ し か 選択肢が な か っ た 。  

例え ば、 １ ９ ８ ０ 年代か ら １ ９ ９ ０ 年代の ヨ ーロ ッ パ人権裁判所の

判例は、 法律上同性の カ ッ プ ルの 婚姻を 認め な い こ と が ヨ ーロ ッ パ人

権条約１ ２ 条［ 58］ に 違反し な い と 判断し て い た 。 オ ラ ン ダ 最高裁の １

９ ９ ０ 年１ ０ 月１ ９ 日判決も 、 ド イ ツ の 連邦憲法裁判所１ ９ ９ ３ 年１

０ 月４ 日決定も 、 法律上同性の カ ッ プ ルに 対する 婚姻の 保障の 主張を

認め な か っ た 。 こ の よ う に 、 １ ９ ９ ０ 年代は法律上同性の カ ッ プ ルの

婚姻が 権利と し て 認め ら れる の か 見通し が つか な い と い う 状況に おい

て 法律上同性の カ ッ プ ルの 法的保護を 認め て い く し か な か っ た 。  

２ ０ ０ １ 年に オ ラ ン ダ で い わ ゆ る 同性婚が 導入さ れた こ と で 、 立法

の 選択肢は登録パート ナーシ ッ プ の みで は な く な っ た が 、 ２ ０ ０ ５ 年

ま で に い わ ゆ る 同性婚を 導入し た 国や地域は、 オ ラ ン ダ 、 ベルギ ー、

カ ナダ 、 ス ペイ ン 、 ア メ リ カ 合衆国マ サ チ ュ ーセ ッ ツ 州に すぎ ず、 ２

０ ０ ０ 年代に おい て 、 い わ ゆ る 同性婚は一般的な も の と ま で はい え な

か っ た 。 こ の よ う な 状況で 、 登録パート ナ ーシ ッ プ 制度を 導入し て い

た 国に と っ て すら 、 ま だ 数カ 国し か 採用し て い な い い わ ゆ る 同性婚の

導入へと 踏み込むに は大き な 決断が 必要で あ っ た ［ 59］。  

 

57 鳥澤（ 甲Ａ ５ ７ ０ ） 表２ ［ ３ ９ 頁］。  

58 ヨ ーロ ッ パ人権条約１ ２ 条は、「 婚姻する こ と が で き る 年齢の 男女は、 権利の行

使を 規制する 国内法に 従っ て 婚姻し かつ家族を 形成する 権利を 有する 。」 と 定め る

（ 甲Ａ ４ ５ ９ ）。  

59 渡邉・ 意見書（ 甲Ａ ５ ７ ６ －１ ） 四［ ４ 頁から ６ 頁］  
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( 3)  他方、 法律上同性の カ ッ プ ルの 法的保護に 関する 現在の 状況は、 １

９ ９ ０ 年代や２ ０ ０ ０ 年代か ら 大き く 変わ っ た 。  

例え ば、 上告理由書提出日現在、 ３ ９ の 国・ 地域に おい て 法律上同

性カ ッ プ ルの 婚姻の 法制化が 実現、 な い し は、 裁判所の 命令に よ り 法

律上同性の カ ッ プ ルの 婚姻が 認め ら れる ［ 60］ に 至っ て い る ［ 61］。 法律

上同性の カ ッ プ ルの 婚姻を 認め る 国・ 地域は、 ヨ ーロ ッ パや北米の

国々だ け で な く 、 ア フ リ カ （ 南ア フ リ カ ）、 中南米（ ア ルゼ ン チン 、 ブ

ラ ジ ル、 ウ ルグ ア イ 、 メ キ シ コ 、 コ ロ ン ビ ア 、 エ ク ア ド ル、 コ ス タ リ

カ 、 チリ 、 キ ュ ーバ）、 オ セ ア ニ ア （ ニ ュ ージ ーラ ン ド 、 オ ース ト ラ リ

ア ）、 ア ジ ア （ 台湾、 ネ パール・ タ イ ） に も 広が っ て おり 、 法律上同性

の カ ッ プ ルの 婚姻の 法制化の 潮流は揺る ぎ な い も の と な っ て い る 。 Ｇ

７ 構成国で 法律上同性の カ ッ プ ルの 婚姻を 法制化し て い な い の は、 イ

タ リ ア と 日本だ け で あ る 。 た だ し 、 前述の と おり 、 イ タ リ ア は婚姻と

ほ ぼ同等の 内容の 登録パート ナーシ ッ プ を 導入済みで あ る （ 上記第３

の ２ ( 2) 参照）。  

ま た 、 法律上同性の カ ッ プ ルの 家族と し て の 法的保護に つい て 、 国

際人権法上、 ２ ０ ０ ０ 年代に は事実婚と し て の 保護の 保障し か な か っ

た が 、 ２ ０ １ ０ 年代に 家族と し て の 保護の 保障と い う 規範が 確立し

た 。 さ ら に 、 法律婚への ア ク セ ス の 保障が 有力な 考え と な り 、 ２ ０ ２

２ 年１ １ 月、 自由権規約委員会は、 日本に 対し 、 法律上同性の カ ッ プ

ルの 法律婚への ア ク セ ス は 自由権規約２ 条及び２ ６ 条に 基づく 自由権

規約上の 権利と 位置付け た う え で 、 法律上同性の カ ッ プ ルの 法律婚へ

 

60 具体的には、 ネ パールを 指す（ 甲Ａ ６ ０ ９ の１ 、 甲Ａ ６ ０ ９ の２ ）。  

61 甲Ａ ４ ４ ７ 、 甲Ａ ６ ０ ８ の １ 、 同２ 、 甲Ａ ９ ３ ４ から 甲Ａ ９ ３ ６ な ど 。  
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の ア ク セ ス を 認め る た め の 措置を 講じ る こ と を 明示的に 勧告し た

［ 62］。  

日本国内に おい て も 、 性的指向及び性自認の 尊重は人権問題で あ る

と の 理解が 進み、 主に ２ ０ ０ ０ 年代か ら 、 性的指向及び性自認に 基づ

く 人権侵害を 防止する 施策が 様々に 講じ ら れる よ う に な っ た 。 そ の 流

れの 中で 、 多く の 地方自治体に おい て 法律上同性の カ ッ プ ルの 関係を

証明する い わ ゆ る パート ナ ーシ ッ プ 証明制度や、 子ど も と の 関係も 含

め て 証明する フ ァ ミ リ ーシ ッ プ 制度の 導入が 進ん で い る 。 国民の 中で

も 、 法律上同性の カ ッ プ ルの 婚姻に 係る 制度の 導入に 賛成する 者が 多

数を 占め る よ う に な り 、 法律上同性の カ ッ プ ルを 法律上異性の カ ッ プ

ルと 等し く 婚姻に よ り 保護すべき で あ る と い う 意識は高ま り 続け て い

る ［ 63］。  

 

( 4)  さ ら に 、 法律上同性の カ ッ プ ルに 対し 現行の 法律婚制度に 基づく 婚

姻を 認め た と し て も 、 そ れに よ り 侵害さ れる 既存利益は具体的に 観念

で き な い 。 こ の こ と は、 名古屋地裁判決（ 甲Ａ ４ ５ ７ ） も 、「 同性カ ッ

プ ルが 国の 制度に よ っ て 公証さ れた と し て も 、 国民が 被る 具体的な 不

利益は想定し 難い 。」（ 同４ ７ 頁） と 述べる と こ ろ で あ る 。  

婚姻に 対する 「 伝統的価値観」 を 挙げる か も し れな い が 、 こ の よ う

な 伝統的価値観を 優先する 理由の な い こ と は、 原告ら 第１ ７ 準備書面

第１ ０ の ６ ［ ５ １ 頁か ら ５ ３ 頁］ な ど で も 述べた と おり で あ る 。  

ま た 、 法律上同性の カ ッ プ ルに 現行の 法律婚制度に 基づく 婚姻を 認

め る こ と で 、 古く か ら 続い た 婚姻に よ る 男女の 営みが 失わ れる こ と は

 

62 甲Ａ ４ ２ ７ 、 甲Ａ ４ ２ ８ ・ パラ グ ラ フ １ ０ 、 １ １ 。 原告ら 第２ ８ 準備書面第３

［ ８ 頁か ら １ ７ 頁］ も 参照。  

63 訴状第８ の ２ （ １ ） ウ ［ ８ ７ 頁から ９ ９ 頁］、 同（ ３ ）［ １ ０ ５ 頁から １ １ ２

頁］、 原告ら 第３ ０ 準備書面。  
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な く 、 婚姻に 対する 伝統的価値観と 法律上同性の カ ッ プ ルへの 現行の

法律婚制度に 基づく 婚姻の 開放は両立し う る ［ 64］。 名古屋地裁判決

（ 甲Ａ ４ ５ ７ ） も 「 同性カ ッ プ ルを 国の 制度と し て 公証し た と し て

も 、 そ の よ う な 伝統的家族観を 直ち に 否定する こ と に はな ら ず、 共存

する 道を 探る こ と はで き る はずで あ る 。」（ 同４ ７ 頁） と 指摘する 。  

 

( 5)  こ の よ う な 現在の 状況に 照ら せば、 日本に おい て 段階的移行を 図る

必要性は 見出し が た い と 言わ ざ る を え な い ［ 65］。  

 

３  段階的移行論の 問題点 

( 1)  差別固定化の 危険 

他方、 段階的移行に は様々な 問題が あ る 。 ま ず、 差別の 固定化の 危

険が あ る ［ 66］。  

すな わ ち 、 段階的な 移行を 選択し て 、 現行の 法律婚制度と 異な る 内

容の 別制度を 導入し た 場合、 そ の 内容は現行の 法律婚制度と 比較し て

劣っ た 内容の も の と な ら ざ る を 得ず［ 67］、 一定期間、 法律上同性の カ

ッ プ ルは、 現行の 法律婚制度よ り も 劣っ た 制度の 利用を 強い ら れる こ

と と な る 。 こ れは、 差別の 状態を 制度化する こ と で あ る か ら 、 差別の

固定化に つな が る ［ 68］。  

 

64 渡邊・ 意見書（ 甲Ａ ５ ７ ６ －１ ） 七３ ［ １ ２ 頁］。  

65 原告ら 第１ ７ 準備書面第１ ０ の ４ ［ ４ ８ 頁から ５ ０ 頁］。  

66 原告ら 第１ ７ 準備書面第１ ０ の １ ［ ４ ０ 頁から ４ ２ 頁］、 同３ ［ ４ ３ 頁か ら ４ ８

頁］。  

67 渡邊・ 意見書（ 甲Ａ ５ ７ ６ －１ ） 三３ ［ ３ 頁か ら ４ 頁］ は、 法律上同性の カ ッ

プルを 対象と し た 登録パート ナーシ ッ プ 制度の 効果が 現行の法律婚制度と 同等ま た

はそ れ以下と な る こ と はあ っ て も 、 現行の 法律婚制度よ り 有利に な る こ と は、 逆に

法律上異性の カ ッ プ ルに対する 差別と な り 、 あ り え な い 旨を 述べる 。  

68渡邊・ 意見書（ 甲Ａ ５ ７ ６ －１ ） 七１ ［ １ ２ 頁］。  
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し か も 、 そ の 後、 現行法律婚制度の 対象が 法律上同性の カ ッ プ ルに

対し て も 本当に 拡大さ れる か は 、 そ の 時々の 政治状況に 大き く 左右さ

れ、 保証の 限り で はな い 。 移行期間と 称する 期間が ど の ぐ ら い 続く の

か はま っ た く の 未知で あ り 、 実質的に 期限な し に 差別の 固定化は続く

こ と に な る 。  

ま た 、 た と え 将来的に 現行の 法律婚制度に 基づく 婚姻が 法律上同性

の カ ッ プ ルに 対し て 拡大さ れた と し て も 、 そ の 前に 別制度が 導入さ れ

た こ と に よ る 差別意識の 悪影響は無視で き な い 。  

 

( 2)  是正の た め の 当事者の 過重な 負担 

さ ら に 、 段階的な 移行を 選択し て 「 別制度」 の 導入を 採用し た う え

で 将来の 改正を 視野に 入れて 不断の 検証を 行う と し て も 、 すぐ に 法改

正に よ り 不利益が 是正さ れる と は限ら ず、 是正の た め の 負担を 法律上

同性の カ ッ プ ルら が 負わ ざ る を 得な い こ と と な る こ と が 容易に 予想さ

れる 。  

実際、 ド イ ツ やオ ース ト リ ア で は、 登録パート ナーシ ッ プ 制度と 婚

姻と の 間の 様々な 格差を 是正する た め に 、 法律上同性の カ ッ プ ルら は

裁判所に よ る 違憲判決を 複数獲得し な け ればな ら な か っ た （ 上記第３

の ２ ( 3) 参照）。  

こ れま で の 政治状況［ 69］ に 鑑みれば、 日本に おい て も 、 現行の 法律

婚制度に 基づく 婚姻と の 間の 差異を 是正し て い く た め に 、 再び、 訴訟

を 通し て 平等を 実現し て い か な け ればな ら な い 状況と な り 、 そ の た め

 

69 原告ら 第６ 準備書面第４ ［ ９ 頁から ４ ３ 頁］、 原告ら 第１ １ 準備書面第３ ［ ２ ２

頁か ら ２ ９ 頁］、 原告ら 第３ １ 準備書面参照。  
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に 法律上同性の カ ッ プ ルが 膨大な 労力と コ ス ト を 負担し な け ればな ら

な い 状況に 置か れる 可能性が 高い ［ 70］。  

し か し 、 こ れは極め て 不当な こ と と 言わ ざ る を 得な い 。 ド イ ツ やオ

ース ト リ ア で 登録パート ナーシ ッ プ 制度と 婚姻と の 間の 様々な 格差が

平等原則に 違反し 違憲で あ る と 判断さ れた こ と が 示すよ う に 、 法律上

同性の カ ッ プ ルに 対し て 現行の 法律婚制度と は異な る 制度を 作っ た と

し て も 、 現行の 法律婚制度と の 差異が 憲法２ ４ 条の 解釈原理で あ る

「 個人の 尊重」、「 個人の 尊厳」 や憲法１ ４ 条１ 項の 「 法の 下の 平等」

に 反し 、 憲法上許容さ れな い こ と は、 名古屋地裁判決（ 甲Ａ ４ ５ ７ ）

の い う 「 不断の 検証」 を 経る 前か ら 明ら か で あ る 。 ま た 、「 累計的に は

膨大な 数に な る 同性カ ッ プ ル」 が 「 ７ ０ 年以上」 の 長期間に わ た っ て

法律上の 家族と し て 保護さ れる 枠組みすら 与え ら れず、 重大な 人格的

利益の 享受を 妨げら れて き た ［ 71］。 こ れら の 事情を 考慮すれば、 法律

上同性の カ ッ プ ルに 対し そ の 是正の た め の 負担を 負わ せ、 そ の よ う な

膨大な 労力と コ ス ト を か け さ せる こ と は、 許さ れな い ［ 72］。  

 

( 3)  社会の 軋轢 

段階的移行で な い 場合と 比較し て 、 段階的な 移行の 方が 社会の 軋轢

を 増し 、 そ れに よ り 法律上同性の カ ッ プ ルら 性的少数者の 尊厳が 損な

わ れる 事態が よ り 多く 発生する 可能性も あ る 。  

例え ば、 渡邉教授は、 い わ ゆ る 同性婚の 導入を 直ち に 導入する 場合

は、 社会の 軋轢は１ 回で 済むの に 対し 、 登録パート ナーシ ッ プ 制度か

 

70 訴訟に よ る 解決に膨大な 労力と コ ス ト が か かる こ と に ついて は、 本訴訟と そ の

関連訴訟に おい て 膨大な 労量と コ ス ト が か け ら れて い る こ と か ら も 裏付け ら れる 。  

71 こ の 点は、 名古屋地裁判決（ 甲Ａ ４ ５ ７ ）（ ４ ６ 頁、 ４ ８ 頁） も 指摘する と こ ろ

で あ る 。  

72 渡邊・ 意見書（ 甲Ａ ５ ７ ６ －１ ） 七２ ［ １ ２ 頁］  
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ら い わ ゆ る 同性婚へと い う 段階的移行は、 少な く と も 社会の 軋轢を １

回か ら ２ 回に 増やす働き を する と 指摘する ［ 73］。  

ま た 、 社会の 軋轢が 繰り 返し 生じ 、 そ の 結果、 性的少数者の 尊厳が

損な わ れる 事態が 繰り 返さ れる 可能性が 高い こ と に つい て は、 ２ ０ ２

３ 年６ 月に 制定さ れた い わ ゆ る 「 Ｌ Ｇ Ｂ Ｔ 理解増進法」［ 74］ の 成立を

巡っ て 発生し た 様々な 言動や騒動な ど か ら も 裏付け ら れる 。  

た と え ば、 Ｌ Ｇ Ｂ Ｔ 理解増進法案の 審議の 過程の 中で 、 自由民主党

の 宮沢議員か ら は「 行き 過ぎ た 人権の 主張、 も し く は性的マ ジ ョ リ テ

ィ ー（ 多数派） に 対する 人権侵害、 こ れだ け は阻止し て い か な い と い

け な い 」 と の 発言が な さ れた こ と は記憶に 新し い ［ 75］。 ま た そ れ以前

の ２ ０ ２ １ 年５ 月の 法案審議の 際に は、 簗衆議院議員が 「 生物学上の

種の 保存に 反する 」 と い う 発言を 行っ た ［ 76］。  

そ の ほ か に も 、 折に 触れ、 政治家た ち か ら 、 下記表２ の よ う な 目を

覆う よ う な 発言が こ れま で 繰り 返さ れて い る  

段階的な 移行を 行う 際、 社会の 軋轢を 増やすと い う こ と は、 こ の よ

う な 差別や偏見に 複数回さ ら さ れる と い う こ と で あ り 、 法律上同性の

カ ッ プ ら 性的少数者が 受け る 不利益は決し て 軽微な も の で はな い 。  

 

表２  

日付 発言者 発言内容 

2015 年 

11 月 29 日 

鶴指海老名

市議( 自民)  

最近の マ ス コ ミ の 報道は倫理観に 欠け て い

る 、（ 中略） 一例が 同性愛と やら だ ！生物の 根

 

73 渡邉・ 意見書（ 甲Ａ ５ ７ ６ －１ ） 七４ ［ １ ２ 頁か ら １ ３ 頁］  

74 正式名称は、 性的指向及びジ ェ ン ダ ーア イ デン テ ィ テ ィ の多様性に関する 国民

の理解の 増進に 関する 法律（ 令和５ 年法律第６ ８ 号）。  

75 甲Ａ ５ ６ ７ 。  

76 甲Ａ ５ ２ ０ 。  
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底を 変え る 異常動物だ と い う こ と を し っ か り

考え ろ ！（ 以下、 略）［ 77］  

2018 年 

8 月 18 日 

杉田衆議院

議員( 自民)  

彼ら 彼女ら 〔 Ｌ Ｇ Ｂ Ｔ の カ ッ プ ル〕 は子供を

作ら な い 、 つま り 「 生産性」 が な い の で す。

そ こ に 税金を 投入する こ と が 果た し て い い の

か ど う か と 公刊物上で 発言［ 78］  

※ な お、 そ の 後、 同議員は取材に おい て 「 発

言に 対する 信念を 貫き た い と 思う 一方で 、

内閣の 一員と し て 迷惑を か け る わ け に はい

か な い 」 と し て 総務政務官を 辞任し て お

り 、 自ら の 発言に 対する 偏見を 是正する こ

と はな い こ と を 自認し て い る ［ 79］。  

2022 年 

9 月 

渡辺愛知県

議( 自民)  

Facebook 上で 「 同性結婚な ん て 気持ち 悪い 事

は大反対！」 と コ メ ン ト ［ 80］。  

2023 年 

1 月 24 日 

渡辺愛知県

議( 自民)  

Facebook 上で 「 同性婚が 気持ち 悪い と 言っ て

何が い け な い ん で すか 」「 ま と も な 人が 思う こ

と を あ り の ま ま に 投稿し た だ け 」 と コ メ ン ト

［ 81］。  

2023 年 

2 月 3 日 

荒井首相秘

書官 

（ 2023 年 2 月 1 日に 岸田総理大臣が 、 野党議

員か ら 同性婚に 関し て 質問を 求め ら れ「（ 同性

婚を 認め た ら 、） 家族観や価値観、 社会が 変わ

っ て し ま う 」 と 答弁し た こ と に 関し て 、 記者

に 説明を 求め ら れ、 説明する な か で ） 荒井首

相秘書官は、「 隣に 住ん で い た ら 嫌だ 。 見る の

も 嫌だ 」 と 発言し た 。 同性婚の 法制化に つい

て も 、「（ 首相） 秘書官はみん な 嫌だ と 言っ て

 

77 甲Ａ ２ ２ ７ ［ 資料３ ］。  

78 甲Ａ ２ ２ ７ ［ 資料６ ］。  

79 朝日新聞デジ タ ル記事（ 甲Ａ ５ ８ ０ ）。  

80 読売新聞オ ン ラ イ ン 記事（ 甲Ａ ５ ８ １ ）。  

81 産経ニ ュ ース 記事（ 甲Ａ ５ ８ ２ ）。  
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い る 。 認め た ら 、 日本を 捨て る 人も 出て く

る 」 と 発言［ 82］。  

 

( 4)  「 個人の 尊厳」 の 尊重 

ま た 、 そ も そ も 段階的移行論と い う の は、 多数派に と っ て 都合の よ

い 理論で あ る 。 すな わ ち 、 突然の 制度変更を 行う こ と は多数派に と っ

て 唐突な 変化と 受け 止め ら れる も の で あ る か ら 、 慎重に 段階的な 変化

に よ り 多数派に な る べく 負担を か け る べき で な い と い う 意図が 隠れて

い る 。  

し か し 、 法律上同性の カ ッ プ ルら 性的少数者が 人格的生存に 対する

重大な 脅威・ 障害を 受け て い る の に 、 そ の 解消を 急が ずに 、「 段階的

に 」 時間を か け て 行う と い う の は、 あ ま り に 個人の 尊厳・ 個人の 尊重

を 蔑ろ に する も の で あ る 。 婚外子相続分違憲判決（ 最大決平成２ ５ 年

９ 月４ 日６ ７ 巻６ 号１ ３ ２ ０ 頁） で も 、 一般的な 国民が 抱く 国民意識

よ り も 、 個人の 尊厳の 保障が 優先する 旨を 述べて い る ［ 83］。  

な お、 い わ ゆ る 同性婚導入反対の 声が 大き い よ う に 見え た フ ラ ン ス

やド イ ツ に おい て も 、 導入後に 反対勢力が 大き な 勢力と な る こ と も な

く 、 社会の な か で 国民を 分断する よ う な 大論点に な っ て い な い こ と が

報告さ れて い る ［ 84］。 つま り 段階的移行論は、 決し て 、 い わ ゆ る 同性

婚の 社会的受容の た め に 有効な 方法と 言え な い の で あ る 。  

 

( 5)  ま と め  

以上の と おり 、 段階的な 移行に は何ら 合理的な 根拠はな い か ら 、 段

階的移行を 目的に 、 法律上同性の カ ッ プ ルに 対し て 現行の 法律婚制度

 

82 甲Ａ ３ ８ ６ 、 甲Ａ ５ ４ ４ 、 甲Ａ ５ ４ ６ 。  

83 駒村意見書（ 甲Ａ ２ ０ ９ ）［ ２ １ 頁］ も 参照。  

84 渡邉・ 意見書（ 甲Ａ ５ ７ ６ －１ ） 七４ ［ １ ２ 頁か ら １ ３ 頁］。  
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と 異な る 制度を 導入する こ と は 、 憲法２ ４ 条の 解釈原理で あ る 、「 個人

の 尊重」、「 個人の 尊厳」、 憲法１ ４ 条１ 項の 「 法の 下の 平等」 の 観点か

ら 、 到底、 許さ れな い 。  

 

第６  同じ 内容で も あ え て 別の 名称の 制度と する こ と も 、 法律上同性の

カ ッ プ ルの 尊厳を 害し 、 許さ れな い  

１  はじ め に  

ま た 、 婚姻機能等価型登録パート ナーシ ッ プ 制度の よ う に 、 法律上同

性の カ ッ プ ルが 家族と な る 制度に つい て 、 現行の 法律婚制度と 同じ 内容

の 別の 名称の 制度を 設け る こ と も 、 法律上同性の カ ッ プ ルを 法律上異性

の カ ッ プ ルと 異な る 異質な 存在、 劣る 存在と の 誤っ た 認識を 正当な も の

と 認め る こ と と 同義で あ り 、 そ の よ う な 誤っ た 認識を 強化し 、 維持する

こ と に も つな が る か ら 、 憲法２ ４ 条の 解釈原理で あ る 「 個人の 尊重」、

「 個人の 尊厳」 や憲法１ ４ 条１ 項の 「 法の 下の 平等」 の 観点か ら 許さ れ

な い 。  

 

２  別制度が も た ら す重大な 問題 

法律上異性の カ ッ プ ルの みが 利用で き る 現行の 法律婚制度と 法律上同

性の カ ッ プ ルの みが 利用する 婚姻類似の 別名称の 制度が 併存する こ と に

な っ た 場合、 法律上同性の カ ッ プ ルは婚姻類似の 別名称の 制度の 利用を

強い ら れる こ と に な る 。 し か し 、 法律上同性の カ ッ プ ルは「 婚姻と は 異

な っ た 何か 」 と し て し か 公証さ れな い こ と と な り 、 社会に おけ る 法律上

同性の カ ッ プ ルへの 処遇も 、 現行の 法律婚制度に 基づく 婚姻と は異な る

も の と し て 処遇さ れる おそ れが あ る 。  

 

( 1)  例え ば、 イ ギ リ ス で は、 上記第３ の ２ ( 2) の 表１ の と おり 、 法律上

同性の カ ッ プ ルを 対象と する 登録パート ナーシ ッ プ 制度で あ る 、 シ ビ
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ルパート ナーシ ッ プ が ２ ０ ０ ４ 年に 導入さ れ、 翌年１ ２ 月か ら 施行さ

れた 。 シ ビ ルパート ナーシ ッ プ と 既存の 婚姻制度と の 間に は、 ほ と ん

ど 違い が な く 、 あ え て 主要な 違い を 挙げれば婚姻の 場合に は「 不貞」

が 関係の 解消事由と な る が 、 シ ビ ルパート ナーシ ッ プ の 場合は関係解

消事由と はな ら な い こ と だ と さ れる ［ 85］。  

法律上同性の カ ッ プ ルに はシ ビ ルパート ナーシ ッ プ し か 選択肢が な

か っ た 時期で あ る ２ ０ ０ ９ 年か ら ２ ０ １ ０ 年に か け て 、 イ ギ リ ス の ス

コ ッ ト ラ ン ド の 平等ネ ッ ト ワ ーク が 実施し た 調査（ 甲Ａ ３ ９ １ ） で

は、 シ ビ ルパート ナーシ ッ プ を 結ん で い る 同性カ ッ プ ルの ５ ８ ％が 、

婚姻し て い る カ ッ プ ルと 同じ 権利や尊敬を 受け ら れて い な い と 回答し

た ［ 86］。  

具体的に は、 周囲か ら 「 本当の 結婚で はな い 」 と 言わ れた 、 パート

ナーが 共同口座を 希望し て い る こ と を 銀行が 理解し な か っ た 、 雇用主

が 書類上の 敬称を 「 ミ ス 」 か ら 「 ミ セ ス 」 に 変更する こ と を 拒否し

た 、 病院が パート ナーを 近親者と し て 認め な か っ た 、 病院を 受診する

際の フ ォ ーム に 婚姻区分の 記入欄はあ っ た が パート ナーの 有無を 記載

する 欄が な く 「 そ の 他」 の 扱い に な っ た 、 な ど の 回答が な さ れた

［ 87］。  

 

( 2)  ア メ リ カ ・ ニ ュ ージ ャ ージ ー州で は、 ２ ０ ０ ７ 年２ 月か ら 法律上同

性の カ ッ プ ルの た め の シ ビ ルユ ニ オ ン が 施行さ れた 。 法律上同性の カ

ッ プ ルに はシ ビ ルユ ニ オ ン し か 選択肢が な か っ た 時期で あ る ２ ０ ０ ８

 

85 藤戸（ 甲Ａ ５ ７ ２ ） Ⅰ４ ( 1) ( i i ) ［ ３ ０ 頁か ら ３ １ 頁］。  

86 甲Ａ ３ ９ １ ［ ３ ３ 頁か ら ３ ４ 頁］、 甲Ａ ３ ９ ２ （ 甲Ａ ３ ９ １ の 訳文（ 抜粋））［ ３

３ 頁か ら ３ ４ 頁］  

87 甲Ａ ３ ９ １ ［ ３ ６ 頁か ら ３ ７ 頁］、 甲Ａ ３ ９ ２ ［ ３ ６ 頁か ら ３ ７ 頁］、 原告ら 第

１ ７ 準備書面第１ ０ の ３ （ １ ）［ ４ ３ 頁か ら ４ ５ 頁］。  
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年１ ２ 月に シ ビ ルユ ニ オ ン 検討委員会が 公表し た 最終報告書（ 甲Ａ ３

９ ３ ） で は、 州法に は婚姻配偶者と シ ビ ルユ ニ オ ン パート ナーは同等

の 待遇を 受け る 権利が あ る と 定め ら れて い る に も か か わ ら ず、 雇用主

が 従業員の シ ビ ルユ ニ オ ン パート ナーに 婚姻配偶者と 同様の 福利厚生

を 提供する こ と を 拒否し た 事例や、 パート ナーが 入院し た 際に 面会を

許さ れず、 病院の 警備員に よ っ て 排除さ れた 事例な ど が 、 公聴会に お

け る 証言と し て 紹介さ れて い る ［ 88］。  

 

( 3)  ま た 、 米州人権裁判所は、 コ ス タ リ カ に 対する ２ ０ １ ７ 年の 勧告的

意見の 中で 、 法律上同性の カ ッ プ ルの 家族生活の 尊重を 受け る 権利を

保障する た め に 国家に 課せら れた 積極的義務は、 既存の 法制度を 拡大

する こ と で 最も 簡潔か つ効果的に 満た すこ と が で き （ 同パラ グ ラ フ ２

１ ８ ）、 法律上同性の カ ッ プ ルに 別の 制度を 設け る こ と は、 差異やス テ

ィ グ マ 化ま た は見下し に 繋が り 、 異性愛規範（ het er onor mat i vi t y） に

も と づく 固定観念に よ る 区別は差別で あ り 、 自由権規約２ 条１ 項に 相

当する 条項を 有する 米州人権条約違反に あ た る （ 同パラ グ ラ フ ２ ２

４ ） と 述べた ［ 89］。  

 

( 4)  さ ら に 、 上記第３ の ２ （ 3） ウ の と おり 、 オ ース ト リ ア で は 、 オ ー

ス ト リ ア 憲法裁判所が 、 ２ ０ １ ７ 年１ ２ 月４ 日の 判決に おい て 、 婚姻

と 登録パート ナーシ ッ プ 制度の 違い が ご く わ ずか で あ っ た に も か か わ

ら ず、 た と え 法的構造が 同じ で あ っ て も 、 ２ つの 法制度に 分か れて い

る こ と そ れ自体が 、 同性への 性的指向を 有する 者が 異性への 性的指向

を 有する 者と 同じ で はな い 、 と い う こ と を 表し て おり 、 法制度の 名称

 

88 甲Ａ ３ ９ ３ ［ １ １ 頁か ら １ ５ 頁］、 甲Ａ ３ ９ ４ ［ １ ２ 頁か ら １ ６ 頁］、 原告ら 第

１ ７ 準備書面第１ ０ の ３ （ １ ）［ ４ ３ 頁か ら ４ ５ 頁］。  

89 甲Ａ ４ ５ ０ 。  
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が 「 婚姻」 と 「 登録パート ナーシ ッ プ 」 と に 分か れて い る こ と か ら 、

同性への 性的指向を 有する 者は、 性的指向が 重要で はな い 場面又は重

要で あ っ て はな ら な い 場面に おい て も 自ら の 性的指向を 明ら か に せざ

る を 得な く な り 、 差別を 受け る おそ れが あ る と の 理由か ら 、 異性間関

係と 同性間関係と を ２ つの 法制度に よ っ て 区別する こ と は、 性的指向

等の 個人の 属性を 理由と する 差別を 禁止する 平等原則に 違反する と の

判断を 示し た 。  

 

( 5)  こ れら の 事例や勧告意見か ら も 明ら か な よ う に 、 現行の 法律婚制度

と 同じ 内容で あ っ た と し て も 、 法律上同性の カ ッ プ ルに 敢え て 婚姻類

似の 制度を あ て が う こ と は、 結局の と こ ろ 、 法律上同性の カ ッ プ ルに

「 法的な 家族に な る こ と は許容さ れて も 、 異性カ ッ プ ルが 利用可能な

婚姻制度を 利用する こ と は許容さ れな い 存在で あ る 」 と の ス テ ィ グ マ

を 付与し 、 法律上同性の カ ッ プ ルやそ の も と で 養育さ れる 子ら の 「 家

族」 全体に 二級市民と し て の 烙印を 押すも の で あ り 、 憲法２ ４ 条の 解

釈原理で あ る 、「 個人の 尊重」、「 個人の 尊厳」、 憲法１ ４ 条１ 項の 「 法

の 下の 平等」 に 反し 、 許さ れな い 。  

 

３  上記１ 及び２ の 補足 

最後に 、 上記１ で 述べた 「 法律上同性の カ ッ プ ルを 法律上異性の カ ッ

プ ルと 異な る 異質な 存在、 劣る 存在と の 誤っ た 認識を 正当な も の と 認め

る こ と と 同義で あ り 」、「『 個人の 尊厳」 …の 観点か ら 許さ れな い 」 と の

点に つい て 補足する 。  

 

( 1)  別制度と する こ と の 意味合い  

こ れま で 、 繰り 返し 述べて き た と おり 、 法律上同性の カ ッ プ ルに つ

い て 婚姻制度を 構築する に あ た り 、 法律上異性の カ ッ プ ルと 同様に
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「 婚姻の 本質」 を 満た す関係を 築く こ と が で き 、 か つ、 同じ 現行の 法

律婚制度を 利用する こ と も 可能で あ る 。  

そ れに も か か わ ら ず、 法律や国家の 行為に よ っ て 、 法律上同性の カ

ッ プ ルに 対し て 、 法律上異性の カ ッ プ ルが 利用する 現行の 法律婚制度

と は異な る 婚姻制度の み利用を 認め る 場合、 そ れは法律な い し 国家

が 、 等し き も の は等し く 扱う べき 憲法上の 要請が あ る 中で （ 憲法１ ４

条１ 項）、 法律上同性の カ ッ プ ルで あ る か 、 法律上異性の カ ッ プ ルか で

も っ て 、 そ の 「 社会的関係」（ 憲法１ ４ 条１ 項参照）、 し か も 、 手術に

おけ る 家族と し て の 同意や情報提供の 場面や相続の 場面と い っ た 特定

の 局面で はな く 、 一般的か つ永続的な 社会生活の 中で の 関係を 区別す

る こ と に つい て 、 積極的な 目的を 有し て い る こ と を 意味する 。  

「 法律上同性の カ ッ プ ルを 法律上異性の カ ッ プ ルと 異な る 異質な 存

在、 劣る 存在と の 誤っ た 認識を 正当な も の と 認め る 」 と い う の は、 こ

の よ う に 、「 あ え て 」 区別する と い う 法律な い し 国家の 行為に 見出さ れ

る 目的と そ れが も た ら すメ ッ セ ージ 性（ 効果） が 、 法律上同性の カ ッ

プ ルに 対し て 劣等感と い っ た 心理的な 害悪（ ス テ ィ グ マ ） を 被ら せる

こ と に な る こ と を 意味し て い る 。  

 

( 2)  法律や国家の 行為が も た ら すメ ッ セ ージ 性（ 効果） に 関する 過去の

判例 

こ の 点、 法律や国家の 行為が も た ら すメ ッ セ ージ 性（ 効果） は、 憲

法判断に おい て も 重要な 考慮要素と な っ て い る 。  

法律や国家の 行為の メ ッ セ ージ 性（ 効果） が 考慮さ れる 典型的な 分

野は政教分離で あ る 。 そ こ で は 、 国及びそ の 機関の 活動に つい て 、「 当

該行為の 行わ れる 場所、 当該行為に 対する 一般人の 宗教的評価、 当該

行為者が 当該行為を 行う に つい て の 意図、 目的及び宗教的意識の 有

無、 程度、 当該行為の 一般人に 与え る 効果、 影響等、 諸般の 事情を 考
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慮し 、 社会通念に 従っ て 、 客観的に 判断し な け ればな ら な い 。」（ 津地

鎮祭事件・ 最高裁昭和５ ２ 年７ 月１ ３ 日判決民集３ １ 巻４ 号５ ３ ３ 頁

等） と さ れて おり 、 法律や国家の 行為が 持つメ ッ セ ージ 性が 考慮の 対

象と な っ て い る （ 甲Ａ ３ ６ ０ も 参照）。  

ま た 、 最高裁判平成２ ５ 年９ 月４ 日大法廷決定民集６ ７ 巻６ 号１ ３

２ ０ 頁（ 甲Ａ ２ １ ８ ） は、 婚外子の 相続分を 婚内子の ２ 分の １ と 定め

た 当時の 民法９ ０ ０ 条４ 号但書き に つい て 、「 嫡出子と 嫡出で な い 子の

法定相続分を 平等と する こ と も 何ら 不合理で はな い と い え る 上、 遺言

に よ っ て も 侵害し 得な い 遺留分に つい て は本件規定は明確な 法律上の

差別と い う べき で あ る と と も に 、 本件規定の 存在自体が そ の 出生時か

ら 嫡出で な い 子に 対する 差別意識を 生じ さ せか ねな い 」 と し て 、 規定

の 合理性判断に おい て 、 差別意識を 生じ さ せか ねな い と い う 、 婚外子

に 関する 規定が も た ら すメ ッ セ ージ 性に つい て 検討を し て い る （ 甲Ａ

３ ６ ０ ［ ８ ２ 頁］ も 参照）。  

  

( 3)  「 違う 存在で あ る 」 と い う メ ッ セ ージ 性を 有する こ と  

以上を 踏ま え て 、 法律上異性カ ッ プ ルと 同じ 現行の 法律婚制度を 利

用する こ と も 可能で あ る に も か か わ ら ず、 法律上同性の カ ッ プ ルに つ

い て 、 あ え て 別の 婚姻制度を 設け る こ と の 意味合い に つい て 検討す

る 。  

第一に 、 当然の こ と な が ら 、 法律上同性の カ ッ プ ルが 、 法律上異性

の カ ッ プ ルと は別の 存在で あ る と い う メ ッ セ ージ 性を 有する こ と に な

る 。 ま た 、 法律上同性の カ ッ プ ルも 子を 産み育て る こ と が あ る と い う

こ と はこ れま で も 繰り 返し 述べて き た と こ ろ で あ る が 、 家族と し て の

保護の あ り 方が 異な る と い う こ と は、 法律上異性の カ ッ プ ルの 間で 育

て ら れて い る 子と 法律上同性の カ ッ プ ルの 間で 育て ら れて い る 子も 、
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保護さ れる 制度が 異な る と い う 意味で 、 異な る 存在で あ る と い う メ ッ

セ ージ 性を 有する こ と に な る ［ 90］。  

  

( 4)  ス テ ィ グ マ を 与え る も の で あ る こ と  

そ し て 、 法律上同性の カ ッ プ ルが 、 現行の 法律婚制度を 利用で き

ず、 法律上異性の カ ッ プ ルと は あ く ま で も 「 異な る 存在」 で あ る と 扱

わ れる こ と は、 セ ク シ ャ ルマ イ ノ リ テ ィ に 対する ス テ ィ グ マ を も 生み

出すも の で あ る （ 原告ら 第３ ６ 準備書面、 原告ら 第３ ２ 準備書面）。 な

ぜな ら 、 法律上同性の カ ッ プ ルに 対し て 社会的な 偏見が 存在し て き た

と い う 社会的脈絡に 立っ て 考え な け ればな ら な い と こ ろ 、 こ の よ う な

社会的脈絡を 背景と する と 、 法律上同性の カ ッ プ ルに 現行の 法律婚制

度の 利用が 認め ら れな い と い う こ と は、 マ イ ノ リ テ ィ の 社会に おけ る

位置づけ そ の も の の 格下げに つな が る 害悪が あ る と 認め ら れる か ら で

あ る （ 甲Ａ ５ ９ ８ ・ 安西意見書［ ６ か ら ７ 頁］ も 参照）。  

実際、 既に 「 性的指向と 性自認が 世の 中の 大多数の 者と 異な る だ

け 、 た だ そ れだ け の 違い に も か か わ ら ず彼ら （ 控訴人ら 代理人注： セ

ク シ ャ ルマ イ ノ リ テ ィ ） の 多く が 学齢期か ら 直面する 差別的扱い やそ

の 蓄積に よ っ て 安寧な 生活を 阻害さ れ、 メ ン タ ルヘルス を 悪化さ せて

い る 」 こ と が 指摘さ れて い る 。（ 日高意見書（ 甲Ａ ３ ８ ９ の １ ） [ ９

頁] ）。 ま た 、 内面化さ れた 異性愛主義は、 ア イ デン テ ィ テ ィ の 分離や

否定を も た ら すこ と も 指摘さ れて い る （ 甲Ａ ４ ３ ４ ）。  

 

90 こ の こ と か ら すれば、 法律上同性のカ ッ プ ルが 、 現行の 法律婚制度を 利用で き

る よ う に な ら な け れば、 性自認、 性的指向が 重要で はな い 場面、 性自認、 性的指向

が考慮さ れる べき で はな い 場面で あ っ て も 、 常に 法律上同性の カ ッ プ ルは「 違う 存

在」 で あ る と の メ ッ セ ージ 性を 有する こ と に な る 。 そ の 意味で 、 法律上同性の カ ッ

プルが 享受する 家族と し て 公証さ れる 利益は、 法律上異性のカ ッ プ ルが享受する そ

れと は異な る も の に な る 。 よ っ て 、 そ の 性質上、 公証さ れる 内容が 「 同等」 の も の

と はな り え な い 。  
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そ し て 、 日本で は、 現行の 法律婚制度が 既に 存在し て おり 、「 国民の

中に はな お法律婚を 尊重する 意識が 幅広く 浸透し て い る と 考え ら れ

る 」（ 再婚禁止期間に 関する 最高裁平成２ ７ 年１ ２ 月１ ６ 日判決民集６

９ 巻８ 号２ ４ ２ ７ 頁（ 甲Ａ ２ １ ７ ）） の で あ り 、 法律上異性の カ ッ プ ル

（ そ の 多く はシ ス ジ ェ ン ダ ーの 異性愛者で あ る 。） が 利用する 現行の 法

律婚制度に つい て 、 数と し て は 圧倒的に 少数者で あ る 法律上同性の カ

ッ プ ルが 利用で き な け れば、 法律上同性の カ ッ プ ルは、 引き 続き 、 シ

ス ジ ェ ン ダ ーの 異性愛が 普通で 正常と さ れ、 そ れ以外は異端視さ れた

り 病的な も の の よ う に 扱わ れか ねな い 社会の 中に い る こ と を 意味し 、

セ ク シ ャ ルマ イ ノ リ テ ィ に と っ て 安寧な 生活が 阻害さ れメ ン タ ルヘル

ス を 悪化さ せる 要因と も な る （ 日高意見書（ 甲Ａ ３ ８ ９ の ２ ） [ １ ８

頁] も 参照）。  

加え て 、 法律上同性の カ ッ プ ルは、 法律上異性の カ ッ プ ルと 同じ 現

行の 法律婚制度を 利用で き る よ う に な ら な け れば、 必然的に 、 利用し

て い る （ 現行の 法律婚制度と は 異な る ） 婚姻制度を 打ち 明け る こ と

で 、 自ら の 性自認又は性的指向を 開示せざ る を 得な く な る ［ 91］。 シ ス

ジ ェ ン ダ ーの 異性愛が 自明の こ と と さ れる 社会に おい て 、 多く の セ ク

シ ャ ルマ イ ノ リ テ ィ が 、 自ら の 性自認又は性的指向が 知ら れて し ま う

と 社会的に も 個人的に も 不利益に な る の で はな い か と 恐れを 抱い て い

る と こ ろ （ 日高意見書（ Ａ ３ ８ ９ の １ ）［ ８ 頁］ も 参照）、 社会の 重要

か つ基本的な 制度で あ る 婚姻制度の 利用に おい て も 、 法律上同性の カ

 

91 こ の 点は、 オ ース ト リ ア 憲法裁判所が 、 婚姻と 登録パート ナーシ ッ プ制度の 違

いが ご く わ ずか で あ っ て も 、 同性への性的指向を 有する 者は、 性的指向が 重要で は

な い 場面又は重要で あ っ て はな ら な い場面に おい て も 自ら の性的指向を 明ら か に せ

ざ る を 得な く な り 、 差別を 受け る おそ れが あ る と の 理由か ら 、 異性間関係と 同性間

関係と を ２ つの 法制度によ っ て 区別する こ と は、 性的指向等の 個人の 属性を 理由と

する 差別を 禁止する 平等原則に 違反する と の 判断を 示し た 議論が 同様に妥当する

（ 原告ら 第３ ２ 準備書面第５ の ６ ［ ３ ２ 頁］ 参照）。  
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ッ プ ルは自己の 性自認又は性的指向の 開示を 伴い 、 そ れ自体苦痛を 伴

う こ と が あ る だ け で な く 、 性自認又は性的指向の 開示に よ っ て 社会的

に も 個人的に も 不利益に な ら な い か と い う 不安感や緊張感と 向き 合わ

な け ればな ら な く な る 。  

こ れを 、 法律や国家の 行為が も た ら すメ ッ セ ージ 性と い う 観点か ら

整理を すれば、 法律上同性の カ ッ プ ルは現行の 法律婚制度を 利用する

こ と も 可能で あ る に も か か わ ら ず、 現行の 法律婚制度を 利用さ せな い

方法を 「 あ え て 」 選択する こ と は、 法律上同性の カ ッ プ ルは、 現行の

法律婚制度を 利用で き な い こ と に よ っ て 、 上記の よ う な メ ン タ ルヘル

ス の 悪化や不安感や緊張感を 抱い て も 構わ な い よ う な 存在で あ る と い

う メ ッ セ ージ 性を 持つこ と に な る 。  

同性愛者やト ラ ン ス ジ ェ ン ダ ー等の 性的少数者に 限ら ず、 誰し も が

「 自己の 性自認及び性的指向に 即し た 生活を 送る と い う 重要な 人格的

利益」（ 本件第一審判決４ １ 頁７ 行目） を 有し て い る と こ ろ 、 上記の よ

う な メ ッ セ ージ 性は性的少数者の か か る 重要な 人格的利益を 損ね、 法

律上同性の カ ッ プ ルに 対し て 劣等感と い っ た 心理的な 害悪（ ス テ ィ グ

マ ） を 被ら せる こ と に な る 。  

こ れが 、「 異質な 存在、 劣る 存在と の 誤っ た 認識を 正当な も の と 認め

る こ と と 同義で あ り 」、「『 個人の 尊厳」 …の 観点か ら 許さ れな い 」 こ と

の 意味内容の １ つで あ る 。  

以 上 
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